
 

 

 

 

  発電用原子炉施設故障等報告書 

                   平成２８年 ２月２６日          東京電力株式会社 

件 名 
福島第一原子力発電所 

Ｈ４北タンクエリア内堰から外堰内への堰内雨水の漏えいについて 

事象発生の日時 
平成２７年 ９月１５日 ２０時１７分 

（福島第一規則第１８条第１２号に該当すると判断した日時） 

事象発生の場所 福島第一原子力発電所 

事象発生の発電

用原子炉施設名 
汚染水処理設備等 貯留設備（タンク等） 中低濃度タンク 基礎外周堰 

事 象 の 状 況 

１．事象発生時の状況 

平成２７年９月１１日１２時１０分頃、汚染水貯留設備のパトロール（以下、「タンク

パトロール」という。）を実施していた協力企業社員が、Ｈ４北タンクエリア南側の基礎

外周堰（以下、「内堰」という。）の繋ぎ目から、内堰内に溜まった雨水が鉛筆１本程度

の太さで漏えいしていることを発見した。 

また、１３時０５分頃、漏えい箇所を確認した当社社員が、内堰のコンクリート堰と鋼

製堰との繋ぎ目にある取付ボルト穴（以下、「当該ボルト穴」という。）１箇所からの漏

えいであることを確認した。 

当該ボルト穴については、止水セメントによる止水処置を実施し、１４時１２分に漏え

いは停止した。 

その後、１４時１９分に当社社員がＨ４北タンクエリア周辺の目視点検を実施し、Ｈ

４、Ｈ４北、Ｈ４東タンクエリア（以下、「Ｈ４エリア」という。）の内堰を囲むように

設置してある外周堰（以下、「外堰」という。）の外側へは漏えいしていないことを確認

した。 

なお、外堰内の排水ピットに設置してある止水弁については、漏えい発生以前※１より

「閉」運用としていた。 
※１：平成２７年２月２２日に発生した「福島第一原子力発電所構内側溝排水放射線モニタにおける β 線濃

度「高高警報」の発生について」に関する原因調査の過程で、Ｈ４エリアの外堰内が汚染されている

ことが判明したことから、同年３月５日より止水弁を「閉」運用としていた。 

９月１２日１１時３０分頃、現場パトロールを実施していた当社社員が、当該ボルト穴

から東へ約１０ｍ離れた場所において、内堰のコンクリート堰と鋼製堰の繋ぎ目の取付ボ

ルト部（以下、「当該ボルト部」という。）１箇所から１０秒に１滴程度の滴下があるこ

とを発見した。 

直ちに、当該ボルト部の滴下箇所へビニールの受けを設置するとともに、止水材による

止水処置を実施し、１２時０７分に滴下は停止した。なお、滴下した床面に水溜まりは確

認されなかった。 

９月１１日の漏えい発生後、漏えい箇所近傍の内堰内で採取※２した水の放射能濃度を分

析した結果、Ｃｓ－１３４が検出限界値未満（検出限界値：９．２×１０－１Ｂｑ／Ｌ）、

Ｃｓ－１３７が３．６×１００Ｂｑ／Ｌ、全ベータ放射能が１．２×１０３Ｂｑ／Ｌ、トリ

チウムが１．６×１０２Ｂｑ／Ｌ、Ｓｒ－９０が７．４×１０２Ｂｑ／Ｌであった。 
※２：漏えいした水を採取する時点で既に止水処置は完了しており、漏えい箇所から直接採取することがで

きなかったことから、漏えい箇所近傍の内堰内に溜まっていた雨水を採取した。 

漏えい発生前後で、Ｈ４北タンクエリアに設置してある汚染水タンクの水位に有意な変

動はなく、汚染水タンクや移送配管等からの漏えいは確認されなかったことから、漏えい

した水はＨ４北タンクエリア内堰内に溜まった雨水ではあるものの、平成２５年８月１９

日に発生した「福島第一原子力発電所汚染水貯留設備ＲＯ濃縮水貯槽からの漏えい」（以

下、「Ｈ４北タンクエリア３００ｍ３漏えい」という。）によって、Ｈ４北タンクエリア

には汚染が残存※３しており、その影響で内堰内に溜まった雨水の放射能濃度も高くなって

いることから、漏えいした水は「核燃料物質等により汚染された水」に該当すると判断し

た。 



事 象 の 状 況 

※３：Ｈ４北タンクエリア３００ｍ３漏えいに伴い、平成２６年３月に汚染除去の目的でＨ４北タンクエリア

内堰内の床面洗浄及び塗装を実施しているものの、タンク底部の床面には汚染が残存している箇所があ

る。 

本事象については、漏えいした水が「核燃料物質等により汚染された水」であること、

漏えい箇所近傍の内堰内から採取した水の放射能濃度の告示濃度限度に対する割合の和は

「２５」であり、「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」（以下、「実

施計画」という。）にて定めた排水基準（告示濃度限度に対する割合の和：０．２２）を

超えていることから、９月１５日２０時１７分、福島第一規則第１８条第１２号「発電用

原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等（気体状のもの

を除く）が管理区域内で漏えいしたとき。」に該当すると判断した。 

９月１４日１７時３５分頃、Ｈ６タンクエリア内堰内に溜まった雨水が、内堰の鋼製堰

の配管貫通部（以下、「当該貫通部」という。）１箇所、及び鋼製板と鋼製板を繋ぎ合わ

せている補強用鋼材の接合部（以下、「当該接合部」という。）２箇所から、Ｈ６タンク

エリア外堰内に漏えいする事象が発生した。 

なお、Ｈ６タンクエリア外堰内に漏えいした水については、外堰内にある排水ピットま

で到達していなかったこと、排水ピットに設置してある止水弁は漏えい発生以前より

「閉」状態であったことから、外堰から外側への漏えいはなかった。 

漏えい発生後、Ｈ６タンクエリア内堰内に溜まっていた水の放射能濃度を分析した結

果、Ｃｓ－１３４が検出限界値未満（検出限界値：６．４×１０－１Ｂｑ／Ｌ）、Ｃｓ－１

３７が１．７×１００Ｂｑ／Ｌ、全ベータ放射能が３．０×１０２Ｂｑ／Ｌ、トリチウムが

検出限界値未満（検出限界値：９．２×１０１Ｂｑ／Ｌ）、Ｓｒ－９０が１．６×１０２Ｂ

ｑ／Ｌであった。 

漏えい発生前後で、Ｈ６タンクエリアに設置してある汚染水タンクの水位に有意な変動

はなく、汚染水タンクや移送配管等からの漏えいは確認されていないものの、９月１１日

に発生したＨ４北タンクエリア内堰からの漏えいの際に、Ｈ４北タンクエリア内堰内の

「核燃料物質等により汚染された水」がＨ６タンクエリア内堰内へ移送されていることか

ら、Ｈ６タンクエリア内堰から漏えいした水も「核燃料物質等により汚染された水」に該

当すると判断した。 

また、Ｈ６タンクエリア内堰内から採取した水の放射能濃度の告示濃度限度に対する割

合の和は「５．４」であり、実施計画にて定めた排水基準（告示濃度限度に対する割合の

和：０．２２）を超えていた。 

 

２．漏えい量の評価結果 

（１）Ｈ４北タンクエリアにおける漏えい量評価 

９月１１日８時３０分頃に実施したタンクパトロールにおいて、当該ボルト穴からの 

漏えいは確認されていないことから、その後すぐに漏えいが発生したと仮定し、漏えい

が停止した１４時１２分までの間、漏えい発見時の鉛筆１本程度（１６２Ｌ／ｈと仮

定）の漏えいが継続したと推定して、当該ボルト穴からの漏えい量を算出したところ、

漏えい量は最大で約９２４Ｌ、放射能量（全ベータ）は約１．２×１０６Ｂｑと評価し

た。 

（２）Ｈ６タンクエリアにおける漏えい量評価 

Ｈ６タンクエリア外堰内には、漏えい発生以前から溜まっていた雨水も含まれている

が、保守的に外堰内の漏えい箇所周辺の溜まり水が全て漏えいした水であると仮定し、

漏えい発生時に外堰内の漏えい箇所周辺に溜まっていた水の範囲（約２０ｍ×約１．５

ｍ×深さ約１ｃｍ）から、漏えい量は約３００Ｌ、放射能量（全ベータ）は約９．０×

１０４Ｂｑと評価した。 

 

３．応急対策 

（１）Ｈ４北タンクエリアの応急対策 

 ａ．漏えい箇所の止水処置 

当該ボルト穴については、９月１１日１４時１２分に止水セメントによる止水処置を

実施し、漏えいは停止した。 

また、当該ボルト部についても、９月１２日１２時０７分に止水材による止水処置を

実施し、滴下は停止した。 

ｂ．Ｈ４エリア外堰内溜まり水の回収 

当該ボルト穴から漏えいした水が、Ｈ４エリア外堰内に溜まっていた雨水に混入した

ことから、９月１１日１５時５５分から２２時００分にかけて、Ｈ４エリア外堰内溜ま 



事 象 の 状 況 

り水をＨ４タンクエリア内堰内に移送した。 

但し、水中ポンプで移送可能な範囲は移送したものの、Ｈ４エリア外堰内の窪地や排

水路には残水が残った箇所がある。 

また、Ｈ４タンクエリア内堰内溜まり水については、Ｈ４エリア外堰内溜まり水を移

送したことで堰内水位が上昇したことから、９月１１日１９時５０分から２２時４５分

にかけて、Ｈ４北タンクエリア内堰内を経由してＨ６タンクエリア内堰内に移送した。 

なお、当該ボルト部からの滴下については、周辺の床面に水溜まりは確認されず、回

収すべき水がないことから、回収は実施していない。 

（２）Ｈ６タンクエリアの応急対策 

ａ．漏えい箇所の止水処置 

当該貫通部及び当該接合部については、９月１４日１８時３０分頃から９月１５日３ 

時００分頃にかけて、止水材や止水セメントによる止水処置を実施するとともに、漏え

い拡大防止のため、９月１４日１９時２５分に漏えい箇所周辺の外堰内へ吸水土のうを

設置した。 

また、上記の止水処置と並行して、９月１４日２０時０８分から９月１５日１時１２

分にかけて、Ｈ６タンクエリア内堰内溜まり水を移送し、内堰内の水位を下げた。 

その後、９月１５日７時２５分に全ての漏えい箇所からの漏えいが停止していること

を確認した。 

ｂ．Ｈ６タンクエリア内堰内及び外堰内溜まり水の回収 

当該貫通部及び当該接合部から漏えいした水が、Ｈ６タンクエリア外堰内に溜まって

いた雨水に混入したことから、９月１４日１９時２５分から２１時３８分にかけて、吸

水土のうによる回収を実施した。 

なお、念のため、９月１５日８時５０分に漏えい箇所周辺の外堰内へ吸水土のうを再

設置した。 

回収に使用した吸水土のうについては、Ｈ１東タンクエリア東側に設置されている鋼

製角形タンク内に保管した。（最終的には福島第一原子力発電所構内にある一時保管施

設にて保管する予定） 

また、Ｈ６タンクエリア内堰内溜まり水について、９月１４日２０時０８分から９月

１５日１時１２分にかけて、Ｈ４東及びＨ４北タンクエリア内堰内を経由して、Ｈ４北

タンクエリア内に設置してある雨水タンクに移送した。 

 

４．環境への影響 

（１）Ｈ４北タンクエリア内堰からの漏えいによる影響 

当該ボルト穴から漏えいした水がＨ４エリア外堰内に漏えいしたものの、Ｈ４エリア 

外堰内の止水弁は「閉」状態であったことから、直接排水路へは流出していない。 

また、漏えい発生前後で、Ｃ排水路に設置された構内側溝排水放射線モニタの指示値

や南放水口付近海水の分析結果に有意な変動は確認されていないことから、漏えいした

水による環境への影響はないと判断した。 

なお、漏えいした水の全ベータ放射能は１．２×１０３Ｂｑ／Ｌであり、漏えいした水

が混入したＨ４エリア外堰内溜まり水は、回収可能な範囲でＨ４エリア内堰内に移送し

ている。 

９月１２日に採取したＨ４エリア周辺地下水観測孔（Ｅ－２）において、全ベータ放

射能が通常時で１．０～３．０×１０１Ｂｑ／Ｌ程度のところ、２．０×１０２Ｂｑ／Ｌ

まで上昇した。 

これは、９月６日から９月１１日にかけて発生した大雨の影響※４により、Ｈ４エリア

外堰内溜まり水の水位が上昇し、観測孔（Ｅ－２）内に外堰内溜まり水が混入したこと

による一時的な上昇であると判断した。 

なお、９月１５日に採取した分析結果では、６．０×１０１Ｂｑ／Ｌまで低下してい

る。 
※４：福島第一原子力発電所構内にて６日間で合計約２６８ｍｍの降雨量を観測した。 

（２）Ｈ６タンクエリア内堰からの漏えいによる影響 

当該貫通部及び当該接合部から漏えいした水がＨ６タンクエリア外堰内に漏えいした

ものの、漏えいした水は外堰内にある排水ピットまで到達していなかったこと、排水ピ

ットに設置してある止水弁は「閉」状態であったことから、直接排水路へは流出してい

ない。 

また、漏えい発生前後で、Ｃ排水路に設置された構内側溝排水放射線モニタの指示値 
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や南放水口付近海水の分析結果に有意な変動は確認されていないことから、漏えいした 

水による環境への影響はないと判断した。 

なお、漏えいした水の全ベータ放射能は３．０×１０２Ｂｑ／Ｌであり、漏えい発見後

にＨ６タンクエリア外堰内の漏えい箇所周辺に吸水土のうを設置し、漏えい拡大防止を

図るとともに、漏えい箇所周辺の溜まり水は回収している。 

 

５．状況調査結果 

５－１．Ｈ４北及びＨ６タンクエリア内堰からの漏えい状況調査結果 

Ｈ４北及びＨ６タンクエリア内堰からの漏えい事象について状況を調査した結果、以下 

のことを確認した。 

（１）汚染水タンクエリア内堰からの漏えい状況 

 ａ．Ｈ４北タンクエリア 

９月１１日に発生した当該ボルト穴からの漏えいは、Ｈ４北タンクエリア内堰のコン 

クリート堰の上部に後から鋼製堰を設置した際の取付ボルト部（ボルトで固定していな

い箇所）からの漏えいであった。 

９月１２日に発生した当該ボルト部からの滴下についても、同様に取付ボルト部（ボ 

ルトで固定している箇所）からの滴下であった。 

 ｂ．Ｈ６タンクエリア 

９月１４日に発生した当該貫通部からの漏えいは、Ｈ６タンクエリア内堰のコンクリ 

ート堰及び上部にある鋼製堰の外側（外堰側）に後から鋼製板を設置した際、既設配管

の横断部を貫通させるように鋼製板を施工した箇所からの漏えいであった。 

また、当該接合部からの漏えいは、Ｈ６タンクエリア内堰の鋼製板と鋼製板の間を繋 

ぎ合わせている補強用鋼材の接合部からの漏えいであった。 

（２）汚染水タンクエリアの巡視・点検状況 

ａ．設備管理部門による巡視 

汚染水タンクエリアについては、設備管理部門で４回／日のタンクパトロールを実施

しており、Ｈ４北及びＨ６タンクエリアで漏えい等が発見されるより前に実施したタン

クパトロールにおいて、漏えい等の異常は確認されていない。 

ｂ．設備保守部門による点検 

汚染水タンクエリア内堰については、平成２６年度より設備保守部門で１回／年の外

観目視点検（以下、「普通点検」という。）、同じく１回／年のタンク基礎・堰の沈下

測量（以下、「精密点検」という。）を実施しており、Ｈ６タンクエリアで至近に実施

した普通点検（点検日：平成２７年２月９日）及び精密点検（点検日：平成２７年２月

２４日）においては、堰内水位が鋼製堰の高さまで達しておらず、漏えい等の異常は確

認されていない。 

なお、Ｈ４北タンクエリアについては、汚染水タンク解体工事を実施（平成２８年９

月頃までに終了予定）していることから、普通点検及び精密点検は対象外としていた。 

但し、Ｈ４エリアにおいては、平成２７年３月の大雨でＨ４エリア外堰の外側から外 

堰内へ汚染水が流入したことを受け、平成２７年８月より臨時の外観目視点検（以下、

「臨時点検」という。）を 1 回／月（または大雨が降った後に追加で）実施しており、

Ｈ４北タンクエリアで至近に実施した臨時点検（点検日：平成２７年８月１９日）にお

いては、堰内水位が鋼製堰の高さまで達しておらず、漏えい等の異常は確認されていな

い。 

（３）汚染水タンクエリア内堰内雨水の水位状況 

汚染水タンクエリア内堰内雨水については、堰内雨水の溢水を防止することや汚染水 

タンクの点検性を確保することを目的に、可能な範囲で低い水位に抑えるよう管理する

こととしており、雨水処理設備を用いた処理や雨水タンクへの貯蔵を行っていたが、降

雨量が増加する時期を迎える前に増設中の雨水処理設備が運用開始できなかったことに

より、平成２７年８月頃より堰内雨水処理が滞っている状況であった。 

その様な状況のなかで、平成２７年７月１６日に発生した集中豪雨（約１２４ｍｍ）

や８月下旬の断続的な大雨（合計約１６２ｍｍ）の影響により、９月初旬にはＨ４北及

びＨ６タンクエリア内堰内雨水の水位が２０ｃｍ付近まで上昇していた。 

更に、９月６日から９月１１日にかけて発生した集中的な大雨（合計約２６８ｍｍ）

の影響により、Ｈ４北及びＨ６タンクエリア内堰内雨水の水位は、平成２７年９月９日

よりコンクリート堰の上限高さ（３０ｃｍ）を超え、嵩上げした鋼製堰の位置まで上昇

していた。 
 



事 象 の 状 況 

この結果、漏えい発生前の内堰内雨水の水位については、Ｈ４北タンクエリアで約５ 

２ｃｍ、Ｈ６タンクエリアで約４７ｃｍであった。 

なお、Ｈ６タンクエリア内堰内の水位については、９月１１日に発生したＨ４北タン

クエリア内堰からの漏えいの影響により、Ｈ４タンクエリア内堰内溜まり水をＨ６タン

クエリア内堰内へ移送したことでも上昇していた。 

（４）汚染水タンクエリア内堰の設置状況 

ａ．タンク建設時 

汚染水タンクから汚染水が漏えいした場合の漏えい拡大防止を図る目的で、Ｈ４北及  

びＨ６タンクエリアについては、タンク建設に合わせて平成２４年に高さ３０ｃｍのコ

ンクリート堰を設置した。 

 ｂ．内堰の嵩上げ 

Ｈ４北タンクエリア３００ｍ３漏えいの対策として、汚染水タンクエリア内堰内雨水の

溢水を防止する目的で、Ｈ４北タンクエリア内堰は平成２５年１０月、Ｈ６タンクエリ

ア内堰は平成２５年１１月に、コンクリート堰の上部に高さ３０ｃｍのＬ型鋼板による

鋼製堰を設置し、内堰の高さを３０ｃｍから６０ｃｍに嵩上げした。 

コンクリート堰とＬ型鋼板の取り付けは、取付ボルト穴２～３箇所毎に１箇所の間隔  

でボルト締めにより固定した。また、コンクリート堰とＬ型鋼板の繋ぎ目及び取付ボル

ト部（穴）には、止水材等による止水処置を施した。 

なお、内堰の嵩上げを行う際、コンクリート堰の上部に既設配管が堰を横断する形で

設置されていた箇所（配管横断部）については、配管がＬ型鋼板を貫通するように設置

した。 

ｃ．内堰の更なる嵩上げ 

Ｈ４北タンクエリア３００ｍ３漏えいの信頼性向上対策として、Ｈ４北及びＨ６タン 

クエリアについては、平成２６年６月に内堰の更なる嵩上げを以下の通り実施した。 

（ａ）Ｈ４北タンクエリア 

・６０ｃｍまで嵩上げした内堰の内側（タンク側）から鉄板プレートを設置し、内堰 

の高さを６０ｃｍから１１０ｃｍに嵩上げした。 

・鉄板プレートとコンクリート堰及びＬ型鋼板の間には、堰の安定性確保のためにモル 

タルを充填するとともに、モルタルの隙間を埋めるために隙間充填材を注入した。 

・鉄板プレートには、鉄板プレートの内側（タンク側）から補強用部材（加工鉄板）を

設置し、内堰内の床面にアンカーボルトで固定した。 

・内堰の床面から鉄板プレートと補強用部材の内側全面及び外側上部にかけてポリウレ

ア※５の吹付を行った。 
   ※５：コンクリート構造物、鋼構造物などの防食・防水・保護を目的とした樹脂製のライニング材 

（ｂ）Ｈ６タンクエリア 

・６０ｃｍまで嵩上げした内堰の外側（外堰側）から鋼製板を設置し、内堰の高さを 

６０ｃｍから１００ｃｍに嵩上げした。 

・鋼製板とＬ型鋼板の間には、堰の安定性確保のためにモルタルを充填するとともに、

モルタルの隙間を埋めるために隙間充填材を注入した。 

・鋼製板と鋼製板の間は補強用鋼材で繋ぎ合わせ、接合部はボルト締めにより固定し

た。また、鋼製板はＬ型鋼板との間のモルタル充填箇所に連結させ固定した。なお、

鋼製板と補強用鋼材の繋ぎ目及び接合部には、止水材等による止水処置を施した。 

・内堰の床面からコンクリート堰及びＬ型鋼板、鋼製板の内側全面及び外側上部にかけ

てポリウレアの吹付を行った。 

なお、汚染水タンクエリア内堰内の床面には、内堰の水密性を確保するため全面にポ 

リウレアの吹付を行っている。 

ｄ．内堰嵩上げ（止水処置）後の検査 

内堰嵩上げ（止水処置）後の検査として実施した外観目視検査において、特に異常は 

確認されなかった。 

 

５－２．他の汚染水タンクエリアで発生した内堰から外堰内への堰内雨水の漏えい等の状況 

調査結果 

Ｈ４北及びＨ６タンクエリア内堰からの漏えいと前後して、Ｈ５、Ｃ東・西、Ｈ１東タ

ンクエリアにおいても、内堰から外堰内への堰内雨水の漏えい等（以下、「類似事象」と

いう。）が発生している。 

①Ｈ５タンクエリア内堰から外堰内への堰内雨水の漏えい 

 平成２７年９月９日に内堰と拡張堰との繋ぎ目より漏えい発生 



事 象 の 状 況 

（漏えい量は約６３Ｌ） 

  ②Ｃ東・西タンクエリア内堰から外堰内への堰内雨水の漏えい 

    平成２７年９月９日に内堰の配管貫通部より漏えい発生 

（漏えい量は約３，２００Ｌ） 

  ③Ｈ１東タンクエリア内堰からの堰内雨水のにじみ 

    平成２７年９月３０日に内堰の取付ボルト部４箇所よりにじみ発生 

（漏えい量は微量で測定できず） 

これらの類似事象については、排水路を流れる雨水と同程度又はそれ以下の放射能濃度

であったり、漏えい量が測定できない程微量であったが、既存の内堰に対して後から嵩上

げした内堰の繋ぎ目や取付ボルト部、内堰の配管貫通部や配管貫通部を取り囲むように設

置した拡張堰の繋ぎ目（以下、「内堰境界部」という。）からの漏えいであり、Ｈ４北及

びＨ６タンクエリアと同様な状況であることが確認された。 

なお、類似事象が発生した際、各々のタンクエリアに設置してある汚染水タンクの水位

に有意な変動はなく、汚染水タンクや移送配管等からの漏えいは確認されていない。 

 

５－３．類似箇所の点検結果 

Ｈ４北及びＨ６タンクエリア内堰からの漏えい並びに類似事象を踏まえ、その他の汚染

水タンクエリア内堰について、類似箇所を抽出して点検を行った結果、その他の汚染水タ

ンクエリア内堰に漏えい等の異常は確認されなかった。 

 

５－４．状況調査結果のまとめ 

Ｈ４北及びＨ６タンクエリア内堰からの漏えい並びに類似事象の状況調査結果から、今

回発生した一連の漏えい事象については、以下のような状況であった。 

・漏えい箇所は内堰境界部であり、漏えい箇所には止水材等による止水処置を施してい

た。 

・漏えい発生時における内堰内雨水の水位は、大雨による影響及び堰内雨水処理が滞っ

ていた影響で、内堰の嵩上げ部や配管貫通部のある位置を超える高さまで上昇してい

た。 

なお、今回発生した一連の漏えい事象については、後から内堰の嵩上げや改造を行った

汚染水タンクエリア内堰で発生しており、建設段階から一体構造で施工している汚染水タ

ンクエリア内堰では、同様な漏えい事象は発生していない。 

 

５－５．作業員の被ばく線量評価結果 

Ｈ４北及びＨ６タンクエリア内堰からの漏えい並びに類似事象について、漏えい発生時

に関わった作業員の被ばく線量を評価した結果、漏えいに伴う有意な被ばくはないことを

確認した。 

事 象 の 原 因 

１．原因調査結果 

「事象の状況 ５．状況調査結果」を踏まえ、要因分析表に基づき本事象の原因を調査

した結果、以下のことを確認した。 

（１）設計上の問題点 

 ａ．内堰の嵩上げ 

汚染水タンクエリア内堰については、汚染水タンクや移送配管等から汚染水が漏えい 

した場合に、漏えい水の拡大を抑制する（漏えい拡大防止）目的でコンクリート堰を設

置していたが、Ｈ４北タンクエリア３００ｍ３漏えいの対策として、汚染水タンクエリア

内堰内雨水の溢水防止及び信頼性向上の観点から、工事中の漏えいリスクも考慮しなが

ら可及的速やかに内堰の嵩上げを行う必要があった。 

このため、既存のコンクリート堰を一度解体してから一体構造のコンクリート堰を設

置することはできず、また、汚染水タンクエリア周辺の設備状況も踏まえると、限られ

た工事エリアのなかで実施可能な工法として、鋼製堰による嵩上げ構造を採用したが、

Ｈ４北、Ｈ６、Ｈ１東タンクエリア内堰からの漏えい事象では、コンクリート堰と鋼製

堰の間にある繋ぎ目や取付ボルト部（穴）、既設配管に対して後から堰を施工した配管

貫通部が止水上の弱点部となり、漏えいが発生するリスクを排除しづらい構造となっ

た。 

また、内堰の嵩上げ部に対する止水処置後の妥当性確認として、水張り試験を実施す

ることは困難※６であったが、水張り試験を実施しないことを前提とした施工方法の強化

などの検討は行っていなかった。 
 



事 象 の 原 因 

※６：通常であれば、止水処置後の妥当性確認として水張り試験を実施し、止水処置の不十分な箇所の抽

出・補修を行った上で施工完了となるが、汚染水タンクエリア内堰内で水張り試験を実施した場合、

相当量のろ過水が必要であること、福島第一原子力発電所構内の汚染状況を踏まえると、水張り試験

で使用したろ過水が全て汚染した水となる（汚染水が増える）リスクがあった。 

 ｂ．内堰への配管貫通部・拡張堰設置 

Ｈ４北タンクエリア３００ｍ３漏えいの対策として、嵩上げした内堰に対して後から配

管を敷設する際、汚染水処理が停滞しないよう速やかに工事着手する必要があった。 

また、汚染水タンクエリア周辺の設備状況も踏まえると、既に使用中の配管敷設ルー

トを変更することは困難であり、限られた敷設エリアのなかで内堰よりも高い位置で配

管を横断させることはできなかったことから、実施可能な工法として、内堰に配管を貫

通させる構造や敷設した配管貫通部の外側に拡張堰を設ける構造を採用したが、Ｈ５及

びＣ東・西タンクエリア内堰からの漏えい事象では、後から施工した配管貫通部や拡張

堰の繋ぎ目（切り欠き部）が止水上の弱点部となり、漏えいが発生するリスクを排除し

づらい構造となった。 

また、後から施工した配管貫通部や拡張堰に対する止水処置後の妥当性確認として、

水張り試験を実施することは困難であったが、水張り試験を実施しないことを前提とし

た施工方法の強化や妥当性確認方法などの検討は行っていなかった。 

なお、Ｃ東・西タンクエリアでは、配管貫通部の詳細な要求仕様を明確化する前に緊

急的に工事着手したため、設計段階で図面等による妥当性確認ができていなかった。 

 ｃ．止水材の選定 

内堰境界部に用いた止水材は、一般的な防水工事で用いられているコーキング処理材 

やパッキン材を採用しており、これらの止水材は施工から５～１０年程度は止水性能が

低下することはないことから、止水材の選定に問題はなかった。 

（２）施工上の問題点 

 ａ．止水処置後の妥当性確認 

Ｈ４北及びＨ６タンクエリア内堰からの漏えい並びに類似事象とも、止水処置後の妥 

当性確認として外観目視検査を実施しており、特に異常は確認されなかった。但し、実

際に止水処置を施した箇所から漏えいが発生していることから、止水処置の不十分な箇

所があったと考えられる。 

また、内堰境界部に対する止水処置後の妥当性確認として、水張り試験を実施するこ

とは困難であったが、水張り試験を実施しないことを前提とした施工方法の強化や妥当

性確認の実施などの対応は取っていなかった。 

汚染水タンクエリア内堰については、内堰内の床面や内側全面にポリウレアの吹付を

行っているが、Ｈ４北、Ｈ６、Ｈ１東タンクエリアでは、ポリウレアの一部で浸透防止

が効いていない箇所があることによって、鋼製堰自体に堰内雨水が浸水し、止水処置の

不十分な箇所から漏えいが発生したものと想定される。 

なお、Ｈ５タンクエリアでは、拡張堰の詳細な要求仕様は図面等により明確にしてい

たが、緊急的に工事着手したため、止水処置後の妥当性確認の方法を明確にしていなか

った。 

（３）運用上の問題点 

ａ．止水材の経年劣化 

漏えいが確認された内堰境界部については、工事完了から２年程度しか経っていない  

こと、止水材は施工から５～１０年程度は止水性能が低下することはないことから、止

水材の経年劣化が原因で漏えいが発生した可能性はないと考える。 

ｂ．外的要因による内堰境界部の損傷 

今回漏えい等が確認された箇所において、外的要因によるものと思われる損傷は確認  

されなかった。 

なお、Ｈ４北、Ｈ６、Ｈ１東タンクエリアでは、ポリウレアの一部で浸透防止が効い

ていない箇所があると考えられるが、内堰内に溜まった雨水の影響によりポリウレアの

状況は確認できていない。 

ｃ．内堰内雨水の水位上昇 

汚染水タンクエリア内堰内雨水については、可能な範囲で低い水位に抑えるよう管理 

することとしていたが、一連の漏えい事象が起きた際には、７月から８月にかけて降雨

量が増加したことに加え、９月６日から９月１１日にかけて合計２６８ｍｍの集中的な

大雨が降ったことで、これまでにない高さまで堰内水位が上昇した。 

ｄ．内堰内雨水の放射能濃度上昇 

 



事 象 の 原 因 

汚染水タンクエリア内堰内の床面については、床面洗浄及び塗装を施しているが、震 

災時に拡散した放射性物質が降下し、地面等に堆積していること（フォールアウト）に

よる影響や、過去の汚染水タンクからの漏えいによる影響を除去しきれていないことに

より、内堰内雨水で実施計画にて定めた排水基準を超える放射能濃度が検出された。 

 

２．原因 

「１．原因調査結果」から、汚染水タンクエリアの内堰境界部から堰内雨水が漏えいし

た原因は、以下の通りであると推定した。 

【直接原因】 

・内堰境界部では、水張り試験を実施しないことを前提とした施工方法の強化や妥当性確

認の実施などの対応を取っておらず、止水処置に不十分な箇所があることに気づけなか

った。なお、拡張堰では、止水処置後の妥当性確認の方法を明確にしていなかった。

【施工①・検査①】 

・内堰境界部のうち内堰嵩上げ部（内側）では、ポリウレアの一部で浸透防止が効いてい

ない箇所から、鋼製堰自体に堰内雨水が浸透し、止水処置の不十分な箇所から漏えいが

発生した。【施工②】 

【間接要因】 

・内堰境界部が止水上の弱点部となり、漏えいが発生するリスクを排除しづらい構造とな

った。【設計①】 

・水張り試験を実施しないことを前提とした施工方法の強化や妥当性確認方法などの検討

を行っていなかった。また、一部の配管貫通部では、図面等による妥当性確認ができて

いなかった。【設計②】 

・内堰内に溜まった雨水の影響によりポリウレアの状況が確認できていなかった。 

【運用①】 

・大雨の影響等により、止水処置に不十分な箇所がある内堰境界部の高さまで堰内水位が

上昇した。【運用②】 

・フォールアウトや過去の汚染水タンクからの漏えいによる影響を除去しきれておらず、

内堰内雨水が実施計画にて定めた排水基準を超える値となった。【運用③】 

保護装置の種類 

及 び 動作 状況 
な し 

放 射 能の 影響 
「事象の状況 ４．環境への影響」に記載したとおり、Ｈ４北タンクエリア及びＨ６タンク

エリア内堰からの漏えいによる環境への影響はないと判断した。 

被 害 者 な し 

他 に 及ぼ した 

障 害 
な し 

復 旧 の 日 時 
平成２７年９月１５日７時２５分 
Ｈ６タンクエリア内堰の漏えい箇所からの漏えいが停止した日時 

再 発 防止 対策 

１．対策 
１－１．直接原因に対する対策 

（１）内堰嵩上げ部 

  既に設置されている汚染水タンクエリア内堰の嵩上げ部について、以下の対策を実施

する。 

ａ．内堰外側からのポリウレア吹付【施工①】 

今回漏えいが確認された内堰の繋ぎ目や取付ボルト部（穴）について、恒久措置とし

て内堰外側からのポリウレア吹付を実施した。（平成２７年１０月３０日までに完了済

み） 

また、全ての汚染水タンクエリア※７について、内堰外側からのポリウレア吹付を実施

する。（今回漏えいが確認されたＨ４北、Ｈ６、Ｈ５タンクエリア、及びＣ東・西タン

クエリアは平成２８年１月１２日までに完了済み、その他の汚染水タンクエリアは平成

２９年３月までに完了予定） 

ｂ．内堰内側のポリウレア点検【施工②及び運用①】 

全ての汚染水タンクエリア※７について、内堰内雨水の移送及び床面の清掃を行った上
で、内堰内側のポリウレア点検を実施する。（平成２９年３月末までに完了予定） 

なお、ポリウレア点検にて損傷が確認された箇所については、補修等の必要な対策を 



 

再 発 防止 対策 

講じる。 
※７：Ｈ１東タンクエリアについては、既に汚染水タンク解体工事が進んでいることから、上記ａ．ｂ．の

対策は対象外としている。   

（２）配管貫通部及び切り欠き部 

既に設置されている汚染水タンクエリア内堰の配管貫通部や切り欠き部について、以

下の対策を実施する。 

ａ．止水構造の二重化（再施工）【施工①】 

今回漏えいが確認された配管貫通部や切り欠き部について、恒久措置として 配管貫 

通部と配管との間に止水材または止水セメントを充填するとともに、配管貫通部や切り

欠き部のある内堰の内側及び外側表面に止水材または止水セメント（若しくは両方）に

よる止水処置を実施した。（Ｈ５タンクエリアは平成２７年１０月７日、Ｃ東・西タン

クエリアは平成２７年１２月１７日、Ｈ６タンクエリアは平成２８年１月２７日までに

完了済み） 

また、全ての汚染水タンクエリア内堰の配管貫通部や切り欠き部について、上記と同

様の止水処置を実施する。（平成２８年３月末までに完了予定） 

ｂ．局所的な水張り試験の実施【検査①】 

全ての汚染水タンクエリア内堰の配管貫通部や切り欠き部について、局所的な水張り 

試験を実施して漏えいの有無を確認する。（平成２８年５月末までに完了予定） 

 

１－２．間接要因に対する対策 

（１）内堰境界部の構造【設計①】 

Ｈ４北タンクエリア３００ｍ３漏えい以降、新たに建設している汚染水タンクエリア内

堰については、一体構造のコンクリート堰を採用しており、堰の嵩上げは行っていな

い。 

また、新たに汚染水タンクエリア内堰を横断する形で配管を敷設する場合には、基本

的に内堰よりも高い位置で配管を横断させる（内堰に配管貫通部を設けない）構造とし

ており、現時点で内堰に配管貫通部を設ける工事計画はない。 

（２）要求仕様の明確化【設計②】 

現在設置中及び今後新たに設置する予定の汚染水タンクエリア内堰については、ポリ 

ウレア吹付と止水材を用いた止水処置による「内堰止水構造の二重化」を行うことと

し、その施工方法を明確にした標準的な発注仕様書を作成する。（現在設置中の内堰に

対しては、標準的な施工方法を記載した資料を作成し、平成２７年１１月２０日に各工

事請負会社へ周知済み。今後設置予定の内堰に対しては、同様の資料を発注仕様書に盛

り込む予定） 

また、現時点で内堰に配管貫通部を設ける工事計画はないが、今後やむを得ず汚染水

タンクエリア内堰に後付けで配管貫通部や切り欠き部（止水上の弱点部）を設ける場合

も想定し、止水構造の二重化や局所的な水張り試験の実施など、施工方法や検査方法を

明確にした標準的な発注仕様書を作成するとともに、その旨を関係する工事実施部門に

周知した。（平成２７年１２月７日に作成・周知済み） 

（３）巡視・点検の強化【運用①】 

ａ．設備管理部門による巡視 

タンクパトロール（４回／日）の中で、内堰境界部についても重点的に確認すること 

とし、その旨を「高レベル放射性滞留水処理設備溶接型タンク巡視点検要領（ガイ

ド）」及び「高レベル放射性滞留水処理設備縦フランジ型タンク巡視点検要領（ガイ

ド）」へ反映した。（平成２７年１０月より運用中で、平成２７年１１月２６日に上記

ガイドに対する指示文書を発行済み） 

ｂ．設備保守部門による点検 

汚染水タンクエリア内堰については、平成２６年度より普通点検及び精密点検を１回 

／年実施しているが、Ｈ４エリアについても、汚染水タンク解体工事が終了するまでの

間、１回／月実施している臨時点検に加えて普通点検を実施する。（平成２７年１０月

より運用中で、平成２７年１０月１５日に各点検項目を点検長期計画へ反映済み） 

なお、普通点検については、内堰内が乾いた状態の時に実施することを基本とする。 

また、汚染水タンクエリア内堰の配管貫通部については、新たに１回／年の状態確認 

を実施することを点検長期計画へ反映しており、今後計画的に実施する。（平成２７年

７月２８日に点検長期計画へ反映済みで、平成２８年１０月より順次実施する予定） 



 

再 発 防止 対策 

（４）堰内雨水処理の促進【運用①・②】 

今後も雨水処理設備による堰内雨水処理、比較的低い水位の汚染水タンクエリア内堰 

への移送、雨水タンクを使用した堰内雨水の貯蔵等を行い、堰内雨水を可能な範囲で低

い水位に抑えるよう管理していく。 

なお、増設中の雨水処理設備については、平成２７年９月１５日に実施計画変更認可

を取得した以降、完成に向けた設置工事、設備の試運転及び使用前検査受験等の必要な

準備を進めた上で、平成２７年１２月２５日より使用を開始しており、堰内雨水処理の

更なる促進を図っている。 

（５）内堰のリプレース【運用③】 

フォールアウトや過去の汚染水タンクからの漏えいによる影響を除去しきれない内堰

を含め、縦フランジ型タンクが設置された汚染水タンクエリア内堰については、タンク

リプレース時期に合わせて内堰のリプレースを計画的に実施する予定である。 
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はじめに 

 

 

平成２７年９月１１日、Ｈ４北タンクエリア南側の内堰（基礎外周堰）のコンクリ

ート堰と鋼製堰との繋ぎ目にある取付ボルト穴より、内堰内に溜まった雨水が漏えい

していることを確認した。また、平成２７年９月１２日、前日の漏えい箇所から東へ

約１０ｍ離れた場所において、内堰のコンクリート堰と鋼製堰との繋ぎ目にある取付

ボルト部より、内堰内に溜まった雨水が滴下していることを確認した。 

Ｈ４北タンクエリア内堰から漏えいした堰内雨水については、「核燃料物質等によ

り汚染された水」であること、内堰内から採取した水の放射能濃度の告示濃度限度に

対する割合の和が実施計画で定めた排水基準を超えていたことから、本事象について

福島第一規則第１８条の規定に基づく事故報告に該当すると判断した。 

これらの内容等については、運総発官２７第３５０号（平成２７年９月２５日付け）

にて原子力規制委員会へ報告を行っている。 

 

その後、Ｈ４北タンクエリア内堰からの漏えいに関する調査等を行い、原因が分析

できたこと、原因に対する対策の立案ができたことから、これらの内容等について運

総発官２７第５１２号（平成２７年１２月２２日付け）にて原子力規制委員会へ報告

を行っている。 

 

今回の報告書は、平成２７年１２月２２日報告後に実施した原子力規制庁への報告

内容の説明を踏まえて、漏えいに関する原因調査、原因及び対策等について追加・修

正等を行い、補正として報告するものである。 
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１．件 名 

  福島第一原子力発電所 

Ｈ４北タンクエリア内堰から外堰内への堰内雨水の漏えいについて 

 

２．事象発生の日時 

  平成２７年９月１５日２０時１７分 

（福島第一規則第１８条第１２号に該当すると判断した日時） 

 

３．事象発生の発電用原子炉施設 

  汚染水処理設備等 貯留設備（タンク等） 中低濃度タンク 基礎外周堰 

 

４．事象発生時の状況 

平成２７年９月１１日１２時１０分頃、汚染水貯留設備のパトロール（以下、「タ

ンクパトロール」という。）を実施していた協力企業社員が、Ｈ４北タンクエリア

南側の基礎外周堰（以下、「内堰」という。）の繋ぎ目から、内堰内に溜まった雨水

が鉛筆１本程度の太さで漏えいしていることを発見した。 

また、１３時０５分頃、漏えい箇所を確認した当社社員が、内堰のコンクリート

堰と鋼製堰との繋ぎ目にある取付ボルト穴（以下、「当該ボルト穴」という。）１箇

所からの漏えいであることを確認した。 

当該ボルト穴については、止水セメントによる止水処置を実施し、１４時１２分

に漏えいは停止した。 

その後、１４時１９分に当社社員がＨ４北タンクエリア周辺の目視点検を実施し、

Ｈ４、Ｈ４北、Ｈ４東タンクエリア（以下、「Ｈ４エリア」という。）の内堰を囲む

ように設置してある外周堰（以下、「外堰」という。）の外側へは漏えいしていない

ことを確認した。 

なお、外堰内の排水ピットに設置してある止水弁については、漏えい発生以前※１

より「閉」運用としていた。 
※１：平成２７年２月２２日に発生した「福島第一原子力発電所構内側溝排水放射線モニタに

おけるβ線濃度「高高警報」の発生について」に関する原因調査の過程で、Ｈ４エリア

の外堰内が汚染されていることが判明したことから、同年３月５日より止水弁を「閉」

運用としていた。 

 

９月１２日１１時３０分頃、現場パトロールを実施していた当社社員が、当該ボ

ルト穴から東へ約１０ｍ離れた場所において、内堰のコンクリート堰と鋼製堰の繋

ぎ目の取付ボルト部（以下、「当該ボルト部」という。）１箇所から１０秒に１滴程

度の滴下があることを発見した。 

 直ちに、当該ボルト部の滴下箇所へビニールの受けを設置するとともに、止水材

による止水処置を実施し、１２時０７分に滴下は停止した。なお、滴下した床面に

水溜まりは確認されなかった。 

９月１１日の漏えい発生後、漏えい箇所近傍の内堰内で採取※２した水の放射能

濃度を分析した結果、Ｃｓ－１３４が検出限界値未満（検出限界値：９．２×１０
－１Ｂｑ／Ｌ）、Ｃｓ－１３７が３．６×１００Ｂｑ／Ｌ、全ベータ放射能が１．２

×１０３Ｂｑ／Ｌ、トリチウムが１．６×１０２Ｂｑ／Ｌ、Ｓｒ－９０が７．４×

１０２Ｂｑ／Ｌであった。 

 



 

２ 

※２：漏えいした水を採取する時点で既に止水処置は完了しており、漏えい箇所から直接採取

することができなかったことから、漏えい箇所近傍の内堰内に溜まっていた雨水を採取

した。 

 

漏えい発生前後で、Ｈ４北タンクエリアに設置してある汚染水タンクの水位に有

意な変動はなく、汚染水タンクや移送配管等からの漏えいは確認されなかったこと

から、漏えいした水はＨ４北タンクエリア内堰内に溜まった雨水ではあるものの、

平成２５年８月１９日に発生した「福島第一原子力発電所汚染水貯留設備ＲＯ濃縮

水貯槽からの漏えい」（以下、「Ｈ４北タンクエリア３００ｍ３漏えい」という。）に

よって、Ｈ４北タンクエリアには汚染が残存※３しており、その影響で内堰内に溜ま

った雨水の放射能濃度も高くなっていることから、漏えいした水は「核燃料物質等

により汚染された水」に該当すると判断した。 
※３：Ｈ４北タンクエリア３００ｍ３漏えいに伴い、平成２６年３月に汚染除去の目的でＨ４北

タンクエリア内堰内の床面洗浄及び塗装を実施しているものの、タンク底部の床面には

汚染が残存している箇所がある。 

 

本事象については、漏えいした水が「核燃料物質等により汚染された水」である

こと、漏えい箇所近傍の内堰内から採取した水の放射能濃度の告示濃度限度に対す

る割合の和は「２５」であり、「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施

計画」（以下、「実施計画」という。）にて定めた排水基準（告示濃度限度に対する

割合の和：０．２２）を超えていることから、９月１５日２０時１７分、福島第一

規則第１８条第１２号「発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたこと

により、核燃料物質等（気体状のものを除く）が管理区域内で漏えいしたとき。」

に該当すると判断した。 

 

９月１４日１７時３５分頃、Ｈ６タンクエリア内堰内に溜まった雨水が、内堰の

鋼製堰の配管貫通部（以下、「当該貫通部」という。）１箇所、及び鋼製板と鋼製板

を繋ぎ合わせている補強用鋼材の接合部（以下、「当該接合部」という。）２箇所か

ら、Ｈ６タンクエリア外堰内に漏えいする事象が発生した。 

なお、Ｈ６タンクエリア外堰内に漏えいした水については、外堰内にある排水ピ

ットまで到達していなかったこと、排水ピットに設置してある止水弁は漏えい発生

以前より「閉」状態であったことから、外堰から外側への漏えいはなかった。 

漏えい発生後、Ｈ６タンクエリア内堰内に溜まっていた水の放射能濃度を分析し

た結果、Ｃｓ－１３４が検出限界値未満（検出限界値：６．４×１０－１Ｂｑ／Ｌ）、

Ｃｓ－１３７が１．７×１００Ｂｑ／Ｌ、全ベータ放射能が３．０×１０２Ｂｑ／Ｌ、

トリチウムが検出限界値未満（検出限界値：９．２×１０１Ｂｑ／Ｌ）、Ｓｒ－９０

が１．６×１０２Ｂｑ／Ｌであった。 

 

漏えい発生前後で、Ｈ６タンクエリアに設置してある汚染水タンクの水位に有意

な変動はなく、汚染水タンクや移送配管等からの漏えいは確認されていないものの、

９月１１日に発生したＨ４北タンクエリア内堰からの漏えいの際に、Ｈ４北タンク

エリア内堰内の「核燃料物質等により汚染された水」がＨ６タンクエリア内堰内へ

移送されていることから、Ｈ６タンクエリア内堰から漏えいした水も「核燃料物質

等により汚染された水」に該当すると判断した。 

 



 

３ 

また、Ｈ６タンクエリア内堰内から採取した水の放射能濃度の告示濃度限度に対

する割合の和は「５．４」であり、実施計画にて定めた排水基準（告示濃度限度に

対する割合の和：０．２２）を超えていた。 

（添付資料－１，２，３，４） 

 

５．漏えい量の評価結果 

（１）Ｈ４北タンクエリアにおける漏えい量評価 

９月１１日８時３０分頃に実施したタンクパトロールにおいて、当該ボルト穴

からの漏えいは確認されていないことから、その後すぐに漏えいが発生したと仮

定し、漏えいが停止した１４時１２分までの間、漏えい発見時の鉛筆１本程度（１

６２Ｌ／ｈと仮定）の漏えいが継続したと推定して、当該ボルト穴からの漏えい

量を算出したところ、漏えい量は最大で約９２４Ｌ、放射能量（全ベータ）は約

１．２×１０６Ｂｑと評価した。 

 

（２）Ｈ６タンクエリアにおける漏えい量評価 

Ｈ６タンクエリア外堰内には、漏えい発生以前から溜まっていた雨水も含まれ

ているが、保守的に外堰内の漏えい箇所周辺の溜まり水が全て漏えいした水であ

ると仮定し、漏えい発生時に外堰内の漏えい箇所周辺に溜まっていた水の範囲

（約２０ｍ×約１．５ｍ×深さ約１ｃｍ）から、漏えい量は約３００Ｌ、放射能

量（全ベータ）は約９．０×１０４Ｂｑと評価した。 

（添付資料－５） 

 

６．応急対策 

（１）Ｈ４北タンクエリアの応急対策 

 ａ．漏えい箇所の止水処置 

当該ボルト穴については、９月１１日１４時１２分に止水セメントによる止水

処置を実施し、漏えいは停止した。 

また、当該ボルト部についても、９月１２日１２時０７分に止水材による止水

処置を実施し、滴下は停止した。 

（添付資料－６） 

 

ｂ．Ｈ４エリア外堰内溜まり水の回収 

当該ボルト穴から漏えいした水が、Ｈ４エリア外堰内に溜まっていた雨水に混

入したことから、９月１１日１５時５５分から２２時００分にかけて、Ｈ４エリ

ア外堰内溜まり水をＨ４タンクエリア内堰内に移送した。 

但し、水中ポンプで移送可能な範囲は移送したものの、Ｈ４エリア外堰内の窪

地や排水路には残水が残った箇所がある。 

また、Ｈ４タンクエリア内堰内溜まり水については、Ｈ４エリア外堰内溜まり

水を移送したことで堰内水位が上昇したことから、９月１１日１９時５０分から

２２時４５分にかけて、Ｈ４北タンクエリア内堰内を経由してＨ６タンクエリア

内堰内に移送した。 

なお、当該ボルト部からの滴下については、周辺の床面に水溜まりは確認され

ず、回収すべき水がないことから、回収は実施していない。 

 



 

４ 

（２）Ｈ６タンクエリアの応急対策 

ａ．漏えい箇所の止水処置 

当該貫通部及び当該接合部については、９月１４日１８時３０分頃から９月１

５日３時００分頃にかけて、止水材や止水セメントによる止水処置を実施すると

ともに、漏えい拡大防止のため、９月１４日１９時２５分に漏えい箇所周辺の外

堰内へ吸水土のうを設置した。 

また、上記の止水処置と並行して、９月１４日２０時０８分から９月１５日１

時１２分にかけて、Ｈ６タンクエリア内堰内溜まり水を移送し、内堰内の水位を

下げた。 

その後、９月１５日７時２５分に全ての漏えい箇所からの漏えいが停止してい

ることを確認した。 

（添付資料－６） 

 

ｂ．Ｈ６タンクエリア内堰内及び外堰内溜まり水の回収 

当該貫通部及び当該接合部から漏えいした水が、Ｈ６タンクエリア外堰内に溜

まっていた雨水に混入したことから、９月１４日１９時２５分から２１時３８分

にかけて、吸水土のうによる回収を実施した。   

なお、念のため、９月１５日８時５０分に漏えい箇所周辺の外堰内へ吸水土の

うを再設置した。 

回収に使用した吸水土のうについては、Ｈ１東タンクエリア東側に設置されて

いる鋼製角形タンク内に保管した。（最終的には福島第一原子力発電所構内にあ

る一時保管施設にて保管する予定） 

また、Ｈ６タンクエリア内堰内溜まり水について、９月１４日２０時０８分か

ら９月１５日１時１２分にかけて、Ｈ４東及びＨ４北タンクエリア内堰内を経由

して、Ｈ４北タンクエリア内に設置してある雨水タンクに移送した。 

 

７．環境への影響 

（１）Ｈ４北タンクエリア内堰からの漏えいによる影響 

当該ボルト穴から漏えいした水がＨ４エリア外堰内に漏えいしたものの、Ｈ４

エリア外堰内の止水弁は「閉」状態であったことから、直接排水路へは流出して

いない。 

また、漏えい発生前後で、Ｃ排水路に設置された構内側溝排水放射線モニタの

指示値や南放水口付近海水の分析結果に有意な変動は確認されていないことか

ら、漏えいした水による環境への影響はないと判断した。 

なお、漏えいした水の全ベータ放射能は１．２×１０３Ｂｑ／Ｌであり、漏え

いした水が混入したＨ４エリア外堰内溜まり水は、回収可能な範囲でＨ４エリア

内堰内に移送している。 

９月１２日に採取したＨ４エリア周辺地下水観測孔（Ｅ－２）において、全ベ

ータ放射能が通常時で１．０～３．０×１０１Ｂｑ／Ｌ程度のところ、２．０×

１０２Ｂｑ／Ｌまで上昇した。 

これは、９月６日から９月１１日にかけて発生した大雨の影響※４により、Ｈ４

エリア外堰内溜まり水の水位が上昇し、観測孔（Ｅ－２）内に外堰内溜まり水が

混入したことによる一時的な上昇であると判断した。 

 



 

５ 

なお、９月１５日に採取した分析結果では、６．０×１０１Ｂｑ／Ｌまで低下

している。 
※４：福島第一原子力発電所構内にて６日間で合計約２６８ｍｍの降雨量を観測した。 

 

（２）Ｈ６タンクエリア内堰からの漏えいによる影響 

当該貫通部及び当該接合部から漏えいした水がＨ６タンクエリア外堰内に漏

えいしたものの、漏えいした水は外堰内にある排水ピットまで到達していなかっ

たこと、排水ピットに設置してある止水弁は「閉」状態であったことから、直接

排水路へは流出していない。 

また、漏えい発生前後で、Ｃ排水路に設置された構内側溝排水放射線モニタの

指示値や南放水口付近海水の分析結果に有意な変動は確認されていないことか

ら、漏えいした水による環境への影響はないと判断した。 

なお、漏えいした水の全ベータ放射能は３．０×１０２Ｂｑ／Ｌであり、漏え

い発見後にＨ６タンクエリア外堰内の漏えい箇所周辺に吸水土のうを設置し、漏

えい拡大防止を図るとともに、漏えい箇所周辺の溜まり水は回収している。 

（添付資料－７） 

 

８．状況調査結果 

８－１．Ｈ４北及びＨ６タンクエリア内堰からの漏えい状況調査結果 

Ｈ４北及びＨ６タンクエリア内堰からの漏えい事象について状況を調査した結

果、以下のことを確認した。 

 

（１）汚染水タンクエリア内堰からの漏えい状況 

 ａ．Ｈ４北タンクエリア 

９月１１日に発生した当該ボルト穴からの漏えいは、Ｈ４北タンクエリア内堰

のコンクリート堰の上部に後から鋼製堰を設置した際の取付ボルト部（ボルトで

固定していない箇所）からの漏えいであった。 

９月１２日に発生した当該ボルト部からの滴下についても、同様に取付ボルト

部（ボルトで固定している箇所）からの滴下であった。 

 

 ｂ．Ｈ６タンクエリア 

９月１４日に発生した当該貫通部からの漏えいは、Ｈ６タンクエリア内堰のコ

ンクリート堰及び上部にある鋼製堰の外側（外堰側）に後から鋼製板を設置した

際、既設配管の横断部を貫通させるように鋼製板を施工した箇所からの漏えいで

あった。 

また、当該接合部からの漏えいは、Ｈ６タンクエリア内堰の鋼製板と鋼製板の

間を繋ぎ合わせている補強用鋼材の接合部からの漏えいであった。 

 

（２）汚染水タンクエリアの巡視・点検状況 

ａ．設備管理部門による巡視 

汚染水タンクエリアについては、設備管理部門で４回／日のタンクパトロール

を実施しており、Ｈ４北及びＨ６タンクエリアで漏えい等が発見されるより前に

実施したタンクパトロールにおいて、漏えい等の異常は確認されていない。 

 



 

６ 

ｂ．設備保守部門による点検 

汚染水タンクエリア内堰については、平成２６年度より設備保守部門で１回／

年の外観目視点検（以下、「普通点検」という。）、同じく１回／年のタンク基礎・

堰の沈下測量（以下、「精密点検」という。）を実施しており、Ｈ６タンクエリア

で至近に実施した普通点検（点検日：平成２７年２月９日）及び精密点検（点検

日：平成２７年２月２４日）においては、堰内水位が鋼製堰の高さまで達してお

らず、漏えい等の異常は確認されていない。 

なお、Ｈ４北タンクエリアについては、汚染水タンク解体工事を実施（平成２

８年９月頃までに終了予定）していることから、普通点検及び精密点検は対象外

としていた。 

但し、Ｈ４エリアにおいては、平成２７年 3月の大雨でＨ４エリア外堰の外側

から外堰内へ汚染水が流入したことを受け、平成２７年８月より臨時の外観目視

点検（以下、「臨時点検」という。）を 1回／月（または大雨が降った後に追加で）

実施しており、Ｈ４北タンクエリアで至近に実施した臨時点検（点検日：平成２

７年８月１９日）においては、堰内水位が鋼製堰の高さまで達しておらず、漏え

い等の異常は確認されていない。 

 

（３）汚染水タンクエリア内堰内雨水の水位状況 

汚染水タンクエリア内堰内雨水については、堰内雨水の溢水を防止することや

汚染水タンクの点検性を確保することを目的に、可能な範囲で低い水位に抑える

よう管理することとしており、雨水処理設備を用いた処理や雨水タンクへの貯蔵

を行っていたが、降雨量が増加する時期を迎える前に増設中の雨水処理設備が運

用開始できなかったことにより、平成２７年８月頃より堰内雨水処理が滞ってい

る状況であった。 

その様な状況のなかで、平成２７年７月１６日に発生した集中豪雨（約１２４

ｍｍ）や８月下旬の断続的な大雨（合計約１６２ｍｍ）の影響により、９月初旬

にはＨ４北及びＨ６タンクエリア内堰内雨水の水位が２０ｃｍ付近まで上昇し

ていた。 

   更に、９月６日から９月１１日にかけて発生した集中的な大雨（合計約２６８

ｍｍ）の影響により、Ｈ４北及びＨ６タンクエリア内堰内雨水の水位は、平成２

７年９月９日よりコンクリート堰の上限高さ（３０ｃｍ）を超え、嵩上げした鋼

製堰の位置まで上昇していた。 

   この結果、漏えい発生前の内堰内雨水の水位については、Ｈ４北タンクエリア

で約５２ｃｍ、Ｈ６タンクエリアで約４７ｃｍであった。 

   なお、Ｈ６タンクエリア内堰内の水位については、９月１１日に発生したＨ４

北タンクエリア内堰からの漏えいの影響により、Ｈ４タンクエリア内堰内溜まり

水をＨ６タンクエリア内堰内へ移送したことでも上昇していた。 

 （添付資料－８） 

 

（４）汚染水タンクエリア内堰の設置状況 

ａ．タンク建設時 

汚染水タンクから汚染水が漏えいした場合の漏えい拡大防止を図る目的で、Ｈ

４北及びＨ６タンクエリアについては、タンク建設に合わせて平成２４年に高さ

３０ｃｍのコンクリート堰を設置した。 



 

７ 

 

 ｂ．内堰の嵩上げ 

Ｈ４北タンクエリア３００ｍ３漏えいの対策として、汚染水タンクエリア内堰

内雨水の溢水を防止する目的で、Ｈ４北タンクエリア内堰は平成２５年１０月、

Ｈ６タンクエリア内堰は平成２５年１１月に、コンクリート堰の上部に高さ３０

ｃｍのＬ型鋼板による鋼製堰を設置し、内堰の高さを３０ｃｍから６０ｃｍに嵩

上げした。 

コンクリート堰とＬ型鋼板の取り付けは、取付ボルト穴２～３箇所毎に１箇所

の間隔でボルト締めにより固定した。また、コンクリート堰とＬ型鋼板の繋ぎ目

及び取付ボルト部（穴）には、止水材等による止水処置を施した。 
なお、内堰の嵩上げを行う際、コンクリート堰の上部に既設配管が堰を横断す

る形で設置されていた箇所（配管横断部）については、配管がＬ型鋼板を貫通す

るように設置した。 

 

ｃ．内堰の更なる嵩上げ 

Ｈ４北タンクエリア３００ｍ３漏えいの信頼性向上対策として、Ｈ４北及びＨ

６タンクエリアについては、平成２６年６月に内堰の更なる嵩上げを以下の通り

実施した。 

 

 （ａ）Ｈ４北タンクエリア 

・６０ｃｍまで嵩上げした内堰の内側（タンク側）から鉄板プレートを設置し、  

内堰の高さを６０ｃｍから１１０ｃｍに嵩上げした。 

・鉄板プレートとコンクリート堰及びＬ型鋼板の間には、堰の安定性確保のた

めにモルタルを充填するとともに、モルタルの隙間を埋めるために隙間充填

材を注入した。 

・鉄板プレートには、鉄板プレートの内側（タンク側）から補強用部材（加工

鉄板）を設置し、内堰内の床面にアンカーボルトで固定した。 

・内堰の床面から鉄板プレートと補強用部材の内側全面及び外側上部にかけて

ポリウレア※５の吹付を行った。 
   ※５：コンクリート構造物、鋼構造物などの防食・防水・保護を目的とした樹脂製のライ

ニング材 
 

（ｂ）Ｈ６タンクエリア 

・６０ｃｍまで嵩上げした内堰の外側（外堰側）から鋼製板を設置し、内堰の

高さを６０ｃｍから１００ｃｍに嵩上げした。 

・鋼製板とＬ型鋼板の間には、堰の安定性確保のためにモルタルを充填すると

ともに、モルタルの隙間を埋めるために隙間充填材を注入した。 

・鋼製板と鋼製板の間は補強用鋼材で繋ぎ合わせ、接合部はボルト締めにより

固定した。また、鋼製板はＬ型鋼板との間のモルタル充填箇所に連結させ固

定した。なお、鋼製板と補強用鋼材の繋ぎ目及び接合部には、止水材等によ

る止水処置を施した。 

・内堰の床面からコンクリート堰及びＬ型鋼板、鋼製板の内側全面及び外側上

部にかけてポリウレアの吹付を行った。 

  



 

８ 

なお、汚染水タンクエリア内堰内の床面には、内堰の水密性を確保するため全

面にポリウレアの吹付を行っている。 

 

 ｄ．内堰嵩上げ（止水処置）後の検査 

内堰嵩上げ（止水処置）後の検査として実施した外観目視検査において、特に

異常は確認されなかった。 

（添付資料－９） 

 

８－２．他の汚染水タンクエリアで発生した内堰から外堰内への堰内雨水の漏えい等

の状況調査結果 

Ｈ４北及びＨ６タンクエリア内堰からの漏えいと前後して、Ｈ５、Ｃ東・西、Ｈ

１東タンクエリアにおいても、内堰から外堰内への堰内雨水の漏えい等（以下、「類

似事象」という。）が発生している。 

 

①Ｈ５タンクエリア内堰から外堰内への堰内雨水の漏えい 

 平成２７年９月９日に内堰と拡張堰との繋ぎ目より漏えい発生 

（漏えい量は約６３Ｌ） 

  ②Ｃ東・西タンクエリア内堰から外堰内への堰内雨水の漏えい 

    平成２７年９月９日に内堰の配管貫通部より漏えい発生 

（漏えい量は約３，２００Ｌ） 

  ③Ｈ１東タンクエリア内堰からの堰内雨水のにじみ 

    平成２７年９月３０日に内堰の取付ボルト部４箇所よりにじみ発生 

（漏えい量は微量で測定できず） 

 

これらの類似事象については、排水路を流れる雨水と同程度又はそれ以下の放射

能濃度であったり、漏えい量が測定できない程微量であったが、既存の内堰に対し

て後から嵩上げした内堰の繋ぎ目や取付ボルト部、内堰の配管貫通部や配管貫通部

を取り囲むように設置した拡張堰の繋ぎ目（以下、「内堰境界部」という。）からの

漏えいであり、Ｈ４北及びＨ６タンクエリアと同様な状況であることが確認された。 

なお、類似事象が発生した際、各々のタンクエリアに設置してある汚染水タンク

の水位に有意な変動はなく、汚染水タンクや移送配管等からの漏えいは確認されて

いない。 

（添付資料－１０，１１） 

 

８－３．類似箇所の点検結果 

Ｈ４北及びＨ６タンクエリア内堰からの漏えい並びに類似事象を踏まえ、その他

の汚染水タンクエリア内堰について、類似箇所を抽出して点検を行った結果、その

他の汚染水タンクエリア内堰に漏えい等の異常は確認されなかった。 

（添付資料－１２） 

 

８－４．状況調査結果のまとめ 

Ｈ４北及びＨ６タンクエリア内堰からの漏えい並びに類似事象の状況調査結果

から、今回発生した一連の漏えい事象については、以下のような状況であった。 
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・漏えい箇所は内堰境界部であり、漏えい箇所には止水材等による止水処置を施

していた。 

・漏えい発生時における内堰内雨水の水位は、大雨による影響及び堰内雨水処理

が滞っていた影響で、内堰の嵩上げ部や配管貫通部のある位置を超える高さま

で上昇していた。 

 

なお、今回発生した一連の漏えい事象については、後から内堰の嵩上げや改造を

行った汚染水タンクエリア内堰で発生しており、建設段階から一体構造で施工して

いる汚染水タンクエリア内堰では、同様な漏えい事象は発生していない。 

 

８－５．作業員の被ばく線量評価結果 

   Ｈ４北及びＨ６タンクエリア内堰からの漏えい並びに類似事象について、漏え

い発生時に関わった作業員の被ばく線量を評価した結果、漏えいに伴う有意な被

ばくはないことを確認した。 

（添付資料－１３） 

 

９．原因調査結果 

  「８．状況調査結果」を踏まえ、要因分析表に基づき本事象の原因を調査した結

果、以下のことを確認した。 

（添付資料－１４） 

 

（１）設計上の問題点 

 ａ．内堰の嵩上げ 

汚染水タンクエリア内堰については、汚染水タンクや移送配管等から汚染水が

漏えいした場合に、漏えい水の拡大を抑制する（漏えい拡大防止）目的でコンク

リート堰を設置していたが、Ｈ４北タンクエリア３００ｍ３漏えいの対策として、

汚染水タンクエリア内堰内雨水の溢水防止及び信頼性向上の観点から、工事中の

漏えいリスクも考慮しながら可及的速やかに内堰の嵩上げを行う必要があった。 

このため、既存のコンクリート堰を一度解体してから一体構造のコンクリート

堰を設置することはできず、また、汚染水タンクエリア周辺の設備状況も踏まえ

ると、限られた工事エリアのなかで実施可能な工法として、鋼製堰による嵩上げ

構造を採用したが、Ｈ４北、Ｈ６、Ｈ１東タンクエリア内堰からの漏えい事象で

は、コンクリート堰と鋼製堰の間にある繋ぎ目や取付ボルト部（穴）、既設配管

に対して後から堰を施工した配管貫通部が止水上の弱点部となり、漏えいが発生

するリスクを排除しづらい構造となった。 

また、内堰の嵩上げ部に対する止水処置後の妥当性確認として、水張り試験を

実施することは困難※６であったが、水張り試験を実施しないことを前提とした施

工方法の強化などの検討は行っていなかった。 
※６：通常であれば、止水処置後の妥当性確認として水張り試験を実施し、止水処置の不十分

な箇所の抽出・補修を行った上で施工完了となるが、汚染水タンクエリア内堰内で水張

り試験を実施した場合、相当量のろ過水が必要であること、福島第一原子力発電所構内

の汚染状況を踏まえると、水張り試験で使用したろ過水が全て汚染した水となる（汚染

水が増える）リスクがあった。 
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 ｂ．内堰への配管貫通部・拡張堰設置 

Ｈ４北タンクエリア３００ｍ３漏えいの対策として、嵩上げした内堰に対して

後から配管を敷設する際、汚染水処理が停滞しないよう速やかに工事着手する必

要があった。 

また、汚染水タンクエリア周辺の設備状況も踏まえると、既に使用中の配管敷

設ルートを変更することは困難であり、限られた敷設エリアのなかで内堰よりも

高い位置で配管を横断させることはできなかったことから、実施可能な工法とし

て、内堰に配管を貫通させる構造や敷設した配管貫通部の外側に拡張堰を設ける

構造を採用したが、Ｈ５及び C東・西タンクエリア内堰からの漏えい事象では、

後から施工した配管貫通部や拡張堰の繋ぎ目（切り欠き部）が止水上の弱点部と

なり、漏えいが発生するリスクを排除しづらい構造となった。 

また、後から施工した配管貫通部や拡張堰に対する止水処置後の妥当性確認と

して、水張り試験を実施することは困難であったが、水張り試験を実施しないこ

とを前提とした施工方法の強化や妥当性確認方法などの検討は行っていなかっ

た。 

なお、C東・西タンクエリアでは、配管貫通部の詳細な要求仕様を明確化する

前に緊急的に工事着手したため、設計段階で図面等による妥当性確認ができてい

なかった。 

 

 ｃ．止水材の選定 

   内堰境界部に用いた止水材は、一般的な防水工事で用いられているコーキング

処理材やパッキン材を採用しており、これらの止水材は施工から５～１０年程度

は止水性能が低下することはないことから、止水材の選定に問題はなかった。 

 

（２）施工上の問題点 

 ａ．止水処置後の妥当性確認 

Ｈ４北及びＨ６タンクエリア内堰からの漏えい並びに類似事象とも、止水処置

後の妥当性確認として外観目視検査を実施しており、特に異常は確認されなかっ

た。但し、実際に止水処置を施した箇所から漏えいが発生していることから、止

水処置の不十分な箇所があったと考えられる。 

   また、内堰境界部に対する止水処置後の妥当性確認として、水張り試験を実施

することは困難であったが、水張り試験を実施しないことを前提とした施工方法

の強化や妥当性確認の実施などの対応は取っていなかった。 

汚染水タンクエリア内堰については、内堰内の床面や内側全面にポリウレアの

吹付を行っているが、Ｈ４北、Ｈ６、Ｈ１東タンクエリアでは、ポリウレアの一

部で浸透防止が効いていない箇所があることによって、鋼製堰自体に堰内雨水が

浸水し、止水処置の不十分な箇所から漏えいが発生したものと想定される。 

   なお、Ｈ５タンクエリアでは、拡張堰の詳細な要求仕様は図面等により明確に

していたが、緊急的に工事着手したため、止水処置後の妥当性確認の方法を明確

にしていなかった。 

 

（３）運用上の問題点 

ａ．止水材の経年劣化 

漏えいが確認された内堰境界部については、工事完了から２年程度しか経って
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いないこと、止水材は施工から５～１０年程度は止水性能が低下することはない

ことから、止水材の経年劣化が原因で漏えいが発生した可能性はないと考える。 

 

ｂ．外的要因による内堰境界部の損傷 

   今回漏えい等が確認された箇所において、外的要因によるものと思われる損傷

は確認されなかった。 

なお、Ｈ４北、Ｈ６、Ｈ１東タンクエリアでは、ポリウレアの一部で浸透防止

が効いていない箇所があると考えられるが、内堰内に溜まった雨水の影響により

ポリウレアの状況は確認できていない。 

（添付資料－３，１０） 

 

ｃ．内堰内雨水の水位上昇 

汚染水タンクエリア内堰内雨水については、可能な範囲で低い水位に抑えるよ

う管理することとしていたが、一連の漏えい事象が起きた際には、7月から 8月

にかけて降雨量が増加したことに加え、９月６日から９月１１日にかけて合計２

６８ｍｍの集中的な大雨が降ったことで、これまでにない高さまで堰内水位が上

昇した。 

（添付資料－８，１１） 

 

 ｄ．内堰内雨水の放射能濃度上昇 

汚染水タンクエリア内堰内の床面については、床面洗浄及び塗装を施している

が、震災時に拡散した放射性物質が降下し、地面等に堆積していること（フォー

ルアウト）による影響や、過去の汚染水タンクからの漏えいによる影響を除去し

きれていないことにより、内堰内雨水で実施計画にて定めた排水基準を超える放

射能濃度が検出された。 

（添付資料－４，１０） 

 

１０．原因 

  「９．原因調査結果」から、汚染水タンクエリアの内堰境界部から堰内雨水が漏

えいした原因は、以下の通りであると推定した。 

（添付資料－１４，１５） 

 

【直接原因】 

・内堰境界部では、水張り試験を実施しないことを前提とした施工方法の強化や妥

当性確認の実施などの対応を取っておらず、止水処置に不十分な箇所があること

に気づけなかった。なお、拡張堰では、止水処置後の妥当性確認の方法を明確に

していなかった。【施工①・検査①】 

・内堰境界部のうち内堰嵩上げ部（内側）では、ポリウレアの一部で浸透防止が効

いていない箇所から、鋼製堰自体に堰内雨水が浸透し、止水処置の不十分な箇所

から漏えいが発生した。【施工②】 

 

【間接要因】 

・内堰境界部が止水上の弱点部となり、漏えいが発生するリスクを排除しづらい構

造となった。【設計①】 
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・水張り試験を実施しないことを前提とした施工方法の強化や妥当性確認方法など

の検討を行っていなかった。また、一部の配管貫通部では、図面等による妥当性

確認ができていなかった。【設計②】 

・内堰内に溜まった雨水の影響によりポリウレアの状況が確認できていなかった。

【運用①】 

・大雨の影響等により、止水処置に不十分な箇所がある内堰境界部の高さまで堰内

水位が上昇した。【運用②】 

・フォールアウトや過去の汚染水タンクからの漏えいによる影響を除去しきれてお

らず、内堰内雨水が実施計画にて定めた排水基準を超える値となった。【運用③】 

 

１１．対策 
１１－１．直接原因に対する対策 

（１）内堰嵩上げ部 

  既に設置されている汚染水タンクエリア内堰の嵩上げ部について、以下の対策

を実施する。 

 

ａ．内堰外側からのポリウレア吹付【施工①】 

今回漏えいが確認された内堰の繋ぎ目や取付ボルト部（穴）について、恒久措

置として内堰外側からのポリウレア吹付を実施した。（平成２７年１０月３０日

までに完了済み） 

また、全ての汚染水タンクエリア※７について、内堰外側からのポリウレア吹付

を実施する。（今回漏えいが確認されたＨ４北、Ｈ６、Ｈ５タンクエリア、及び

Ｃ東・西タンクエリアは平成２８年１月１２日までに完了済み、その他の汚染水

タンクエリアは平成２９年３月までに完了予定） 

 

ｂ．内堰内側のポリウレア点検【施工②及び運用①】 

全ての汚染水タンクエリア※７について、内堰内雨水の移送及び床面の清掃を行

った上で、内堰内側のポリウレア点検を実施する。（平成２９年３月末までに完

了予定） 

なお、ポリウレア点検にて損傷が確認された箇所については、補修等の必要な

対策を講じる。 
※７：Ｈ１東タンクエリアについては、既に汚染水タンク解体工事が進んでいることから、上

記ａ．ｂ．の対策は対象外としている。 

   

（２）配管貫通部及び切り欠き部 

既に設置されている汚染水タンクエリア内堰の配管貫通部や切り欠き部につ

いて、以下の対策を実施する。 

 

ａ．止水構造の二重化（再施工）【施工①】 

今回漏えいが確認された配管貫通部や切り欠き部について、恒久措置として 

配管貫通部と配管との間に止水材または止水セメントを充填するとともに、配管

貫通部や切り欠き部のある内堰の内側及び外側表面に止水材または止水セメン

ト（若しくは両方）による止水処置を実施した。（Ｈ５タンクエリアは平成２７

年１０月７日、Ｃ東・西タンクエリアは平成２７年１２月１７日、Ｈ６タンクエ
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リアは平成２８年１月２７日までに完了済み） 

また、全ての汚染水タンクエリア内堰の配管貫通部や切り欠き部について、上

記と同様の止水処置を実施する。（平成２８年３月末までに完了予定） 

 

ｂ．局所的な水張り試験の実施【検査①】 

全ての汚染水タンクエリア内堰の配管貫通部や切り欠き部について、局所的な

水張り試験を実施して漏えいの有無を確認する。（平成２８年５月末までに完了

予定） 

（添付資料－１６） 

 

１１－２．間接要因に対する対策 

（１）内堰境界部の構造【設計①】 

Ｈ４北タンクエリア３００ｍ３漏えい以降、新たに建設している汚染水タンク

エリア内堰については、一体構造のコンクリート堰を採用しており、堰の嵩上げ

は行っていない。 

また、新たに汚染水タンクエリア内堰を横断する形で配管を敷設する場合には、

基本的に内堰よりも高い位置で配管を横断させる（内堰に配管貫通部を設けな

い）構造としており、現時点で内堰に配管貫通部を設ける工事計画はない。 

 

（２）要求仕様の明確化【設計②】 

現在設置中及び今後新たに設置する予定の汚染水タンクエリア内堰について

は、ポリウレア吹付と止水材を用いた止水処置による「内堰止水構造の二重化」

を行うこととし、その施工方法を明確にした標準的な発注仕様書を作成する。（現

在設置中の内堰に対しては、標準的な施工方法を記載した資料を作成し、平成２

７年１１月２０日に各工事請負会社へ周知済み。今後設置予定の内堰に対しては、

同様の資料を発注仕様書に盛り込む予定） 

また、現時点で内堰に配管貫通部を設ける工事計画はないが、今後やむを得ず

汚染水タンクエリア内堰に後付けで配管貫通部や切り欠き部（止水上の弱点部）

を設ける場合も想定し、止水構造の二重化や局所的な水張り試験の実施など、施

工方法や検査方法を明確にした標準的な発注仕様書を作成するとともに、その旨

を関係する工事実施部門に周知した。（平成２７年１２月７日に作成・周知済み） 

 

（３）巡視・点検の強化【運用①】 

ａ．設備管理部門による巡視 

タンクパトロール（４回／日）の中で、内堰境界部についても重点的に確認す

ることとし、その旨を「高レベル放射性滞留水処理設備溶接型タンク巡視点検要

領（ガイド）」及び「高レベル放射性滞留水処理設備縦フランジ型タンク巡視点

検要領（ガイド）」へ反映した。（平成２７年１０月より運用中で、平成２７年

１１月２６日に上記ガイドに対する指示文書を発行済み） 

 

ｂ．設備保守部門による点検 

汚染水タンクエリア内堰については、平成２６年度より普通点検及び精密点検

を１回／年実施しているが、Ｈ４エリアについても、汚染水タンク解体工事が終

了するまでの間、１回／月実施している臨時点検に加えて普通点検を実施する。
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（平成２７年１０月より運用中で、平成２７年１０月１５日に各点検項目を点検

長期計画へ反映済み） 

なお、普通点検については、内堰内が乾いた状態の時に実施することを基本と

する。 

また、汚染水タンクエリア内堰の配管貫通部については、新たに１回／年の状

態確認を実施することを点検長期計画へ反映しており、今後計画的に実施する。

（平成２７年７月２８日に点検長期計画へ反映済みで、平成２８年１０月より順

次実施する予定） 

 

（４）堰内雨水処理の促進【運用①・②】 

今後も雨水処理設備による堰内雨水処理、比較的低い水位の汚染水タンクエリ

ア内堰への移送、雨水タンクを使用した堰内雨水の貯蔵等を行い、堰内雨水を可

能な範囲で低い水位に抑えるよう管理していく。 

なお、増設中の雨水処理設備については、平成２７年９月１５日に実施計画変

更認可を取得した以降、完成に向けた設置工事、設備の試運転及び使用前検査受

験等の必要な準備を進めた上で、平成２７年１２月２５日より使用を開始してお

り、堰内雨水処理の更なる促進を図っている。 
 

（５）内堰のリプレース【運用③】 

フォールアウトや過去の汚染水タンクからの漏えいによる影響を除去しきれ

ない内堰を含め、縦フランジ型タンクが設置された汚染水タンクエリア内堰につ

いては、タンクリプレース時期に合わせて内堰のリプレースを計画的に実施する

予定である。 
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１５ 

事象発生時の時系列 

 

●Ｈ４北タンクエリア内堰からの漏えい 

 

平成２７年９月１１日 

  １２時１０分頃  タンクパトロールを実施していた協力企業社員が、Ｈ４北タンク

エリア南側の内堰繋ぎ目から、内堰内に溜まった雨水が鉛筆１本

程度の太さで漏えいしていることを発見 

 １３時０５分頃  漏えい箇所を確認した当社社員が、当該ボルト穴からの漏えいで

あることを確認 

１４時１２分   止水セメントによる止水処置を実施し、漏えい停止 

  １４時１９分   当社社員がＨ４北タンクエリア周辺の目視点検を実施し、Ｈ４エ

リア外堰の外側へは漏えいしていないことを確認 

  １５時５５分   Ｈ４エリア外堰内溜まり水をＨ４タンクエリア内堰内へ移送 

  ～２２時００分   

 １９時５０分   Ｈ４タンクエリア内堰内溜まり水をＨ４北タンクエリア内堰内を 

 ～２２時４５分  経由してＨ６タンクエリア内堰内へ移送 

 

平成２７年９月１２日 

  １１時３０分頃  現場パトロールを実施していた当社社員が、当該ボルト穴から東

へ約１０ｍ離れた場所にある当該ボルト部１箇所から１０秒に１

滴程度の滴下があることを発見 

１２時０７分   止水材による止水処置を実施し、滴下は停止 

 

平成２７年９月１５日 

２０時１７分   福島第一規則第１８条第１２号「発電用原子炉施設の故障その他

の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等（気体状のもの

を除く）が管理区域内で漏えいしたとき。」に該当すると判断 
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１６ 

 

 

●Ｈ６タンクエリア内堰からの漏えい 

 

平成２７年９月１４日 

１７時３５分頃  タンクパトロールを実施していた協力企業社員が、Ｈ６タンクエ

リア内堰の当該貫通部１箇所及び当該接合部２箇所から、内堰内

に溜まった雨水が漏えいしていることを発見 

 １８時３０分頃～ 止水材や止水セメントによる止水処置開始 

 １９時２５分   漏えい箇所（３箇所）周辺の外堰内へ吸水土のうを設置 

 １９時２５分   Ｈ６タンクエリア外堰内溜まり水を吸水土のうにより回収 

 ～２１時３８分   

２０時０８分   Ｈ６タンクエリア内堰内溜まり水をH４東及びＨ４北タンクエリ

ア内堰内を経由してＨ４北タンクエリア内に設置してある雨水タ

ンクへ移送開始 

 

平成２７年９月１５日 

   １時１２分   Ｈ６タンクエリア内堰内溜まり水のＨ４北タンクエリア内に設置

してあるタンクへの移送終了 

   ３時００分頃  止水材や止水セメントによる止水処置完了 

   ７時２５分   漏えい箇所（３箇所）からの漏えいが停止していることを確認 

   ８時５０分   念のため漏えい箇所周辺の外堰内へ吸水土のうを再設置 
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１７ 

現場配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ｎ 
Ｈ４北タンクエリア 

Ｈ６タンクエリア 

B排水路 C排水路 
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１８ 

漏えい発生状況 

 

●Ｈ４北タンクエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｎ 

Ｈ４北タンクエリア 

＜９月１１日 漏えい箇所＞ 

 ①当該ボルト穴１箇所より鉛筆１本 

程度の太さで漏えい 

※傷・へこみ等の損傷なし 

＜９月１２日 漏えい箇所＞ 

②当該ボルト部１箇所より１０秒に１滴 

程度の滴下 

※傷・へこみ等の損傷なし 

解体済 

解体済 

Ｈ４東タンクエリア 

Ｈ４タンクエリア 

 

：内堰     ：外堰 

① 

② 
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１９ 

 

 

●Ｈ６タンクエリア 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｎ 

＜９月１４日 漏えい箇所＞ 

①鋼製堰の配管貫通部１箇所より漏えい 

②③当該接合部２箇所より漏えい 

  （①～③とも定量的な漏えい量は判別できず） 

※傷・へこみ等の損傷なし 

Ｈ６タンクエリア 

①  
 

③ ② 

 

：内堰     ：外堰 
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２０ 

漏えい水の放射能濃度分析結果 

 

●Ｈ４北タンクエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：Ｂｑ／Ｌ） 

試料名 

Ｈ４北タンク

エリア内堰水

（混合） 

Ｈ４北タンク 

エリア漏えい 

箇所近傍 

内堰水 

Ｈ４北タンク 

エリア漏えい 

箇所近傍 

外堰水 

Ｈ４エリア外堰水 

① ② ③ ④ 

採取日時 
9 月 11 日 

14 時 20 分 

9 月 11 日 

14 時 30 分 

9 月 11 日 

14 時 40 分 

9 月 11 日 

15 時 15 分 

9 月 11 日 

15 時 25 分 

9 月 11 日 

15 時 35 分 

9 月 11 日 

15 時 10 分 

Cs-134 
検出限界値 

未満※１ 

(８.７×１０－１) 

検出限界値 

未満※１ 
(９.２×１０－１) 

検出限界値 

未満※１ 

(７.８×１０－１) 

検出限界値 

未満※１ 
(７.０×１０－１) 

検出限界値 

未満※１ 
(４.５×１０－１) 

検出限界値 

未満※１ 
(６.１×１０－１) 

検出限界値 

未満※１ 
(７.７×１０－１) 

Cs-137 ３.５ ３.６ 
検出限界値 

未満※１ 
(１.２) 

検出限界値 

未満※１ 
(８.７×１０－１) 

１.２ 
検出限界値 

未満※１ 
(７.７×１０－１) 

検出限界値 

未満※１ 
(８.２×１０－１) 

全β放射能 １.０×１０３ １.２×１０３ ４.２×１０２ １.９×１０２ ４.９×１０２ ４.５×１０３ ４.７×１０２ 

トリチウム １.７×１０２ １.６×１０２ 
検出限界値 

未満※１ 
(９.４×１０１) 

検出限界値 

未満※１ 
(９.４×１０１) 

検出限界値 

未満※１ 
(９.４×１０１) 

検出限界値 

未満※１ 
(９.４×１０１) 

検出限界値 

未満※１ 
(９.４×１０１) 

Sr-90 ６.２×１０２ ７.４×１０２ ３.１×１０２ １.４×１０２ ４.０×１０２ ４.０×１０３ ３.３×１０２ 

※１：（ ）内の数値は検出限界値を示す 

② 

① 

④ 

③ 

Ｈ４北タンクエリア 

Ｈ４東タンクエリア 

Ｈ４タンクエリア 

（C）GeoEye/日本スペースイメージング  

福島第一原子力発電所（2013 年 3 月 12 日現在） 

 Ｎ ：内堰    ：外堰 

 

：内堰水４箇所を混合 

＜採取箇所＞ 

：漏えい箇所近傍（外堰水） 

①～④：外堰水 

：漏えい箇所近傍（内堰水） 

９月１１日 

漏えい箇所 

９月１２日 

漏えい箇所 
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２１ 

 

●Ｈ６タンクエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：Ｂｑ／Ｌ） 

試料名 Ｈ６タンクエリア内堰水（混合） 

採取日時 ９月１４日 ２０時４０分 

Cs-134 検出限界値未満※１(６.４×１０－１) 

Cs-137 １.７×１００ 

全β放射能 ３.０×１０２ 

トリチウム 検出限界値未満※１(９.２×１０１) 

Sr-90 １.６×１０２ 

    ※１：（ ）内の数値は検出限界値を示す 

 Ｎ 

Ｈ６タンクエリア 

 

：内堰     ：外堰 

９月１４日 

漏えい箇所 

 

：内堰水４箇所を混合 

＜採取箇所＞ 
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２２ 

漏えい量の評価結果 

 

●Ｈ４北タンクエリア内堰からの漏えい 

 

１．漏えい時間の特定 

９月１１日８時３０分頃に実施したタンクパトロールにおいて、当該ボルト穴からの

漏えいは確認されていないことから、その後すぐに漏えいが発生したと仮定し、漏えい

が停止した１４時１２分までの間、漏えいが継続したと推定した。 

 

２．漏えい量の評価 

 ①漏えい時間 

  漏えい停止時間－漏えい開始時間 

  ＝ １４時１２分 － ８時３０分 ＝ ５時間４２分 

 ＝ ５．７ｈ 

 

 ②漏えい率 

  鉛筆１本程度の太さで漏えいが継続（発見時の漏えい状況をもとに推定） 

＝ １６２Ｌ／ｈ 

 

 ③漏えい量 

  漏えい時間×漏えい率 

  ＝ ５．７ｈ × １６２Ｌ／ｈ 

 ≒ 約９２４Ｌ 

  

３．漏えいした水の放射能量評価 

  漏えい量×漏えい水の放射能濃度（全ベータ） 

  ＝ 約９２４Ｌ × １．２×１０３Ｂｑ／Ｌ 

 ≒ 約１．２×１０６Ｂｑ 
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２３ 

 

 

●Ｈ６タンクエリア内堰からの漏えい 

 

１．漏えい範囲の特定 

Ｈ６タンクエリア外堰内には、漏えい発生以前から溜まっていた雨水も含まれている

が、保守的に外堰内の漏えい箇所周辺に溜まっていた水が全て漏えいした水であると仮

定した。 

 

２．漏えい量の評価 

  水溜りの範囲×水溜まりの深さ 

  ＝ 約２０ｍ × 約１．５ｍ × 深さ約０．０１ｍ ＝ 約０．３ｍ３ 

 ＝ 約３００Ｌ 

 

３．漏えいした水の放射能量評価 

  漏えい量×漏えい水の放射能濃度（全ベータ） 

  ＝ 約３００Ｌ × ３．０×１０２Ｂｑ／Ｌ 

  ≒ 約９．０×１０４Ｂｑ 

 

４．補足 

漏えい量の評価については、吸水土のうによる回収を開始した時点（９月１４日１９

時２５分）での水溜まりの範囲及び深さから計算しているが、水溜まりの深さは均一で

はなかったことから、最深部の深さを用いており、保守的な評価結果となっている。 

また、漏えいが停止していることを確認したのは、９月１５日７時２５分であるが、

９月１４日１８時３０分頃より止水処置を開始しており、吸水土のうによる回収を開始

した時点では、漏えいは滴下程度まで減少していた。 

以上のことから、吸水土のうによる回収を開始した以降に漏えいした量（滴下程度）

については、上記の評価結果に影響を与えるものではない。 
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２４ 

漏えい箇所の止水処置状況 

 

●Ｈ４北タンクエリア 

事象発生日 止水前 止水後 

９月１１日 

 

 

 

 

９月１２日 

 

 

 

 

 

 

９月１１日に止水セメント 

による止水処置を実施 
当該ボルト穴より 

鉛筆１本程度の太さで漏えい 

 

当該ボルト部より１０秒に１滴程度の滴下 

 

９月１２日に止水材による止水処置を実施 
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２５ 

 

 

●Ｈ６タンクエリア 

事象発生日 止水前 止水後 

９月１４日 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

当該貫通部より漏えい 

９月１４日から９月１５日にかけて、止水

材や止水セメントによる止水処置を実施 

９月１４日から９月１５日にかけて、止水

材や止水セメントによる止水処置を実施 

当該接合部より漏えい 
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２６ 

環境への影響確認結果 

 

●構内側溝排水放射線モニタ 
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構内側溝排水放射線モニタ【γ線モニタ】

（平成２７年８月～１０月）
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構内側溝排水放射線モニタ【β線モニタ】

（平成２７年８月～１０月）

A

B

雨量

(Bq/L) (mm)

９月１１日 

Ｈ４北タンクエリア内堰からの漏えい 

 

９月１４日 

Ｈ６タンクエリア内堰からの漏えい 

 

 

９月１１日 

Ｈ４北タンクエリア内堰からの漏えい 

 

９月１４日 

Ｈ６タンクエリア内堰からの漏えい 
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２７ 

 

●１～４号機取水口内南側（遮水壁前）分析結果 

 

●南放水口付近分析結果 
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濃
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１～４号機取水口内南側（遮水壁前）

（平成２７年８月～１０月）

Cs-134検出限界 Cs-134

Cs-137検出限界 Cs-137

全β検出限界 全β

(Bq/L)
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南放水口付近

（平成２７年８月～１０月）

Cs-134検出限界 Cs-134

Cs-137検出限界 Cs-137

全β検出限界 全β

(Bq/L)

９月１１日 

Ｈ４北タンクエリア内堰からの漏えい 

 
９月１４日 

Ｈ６タンクエリア内堰からの漏えい 

 

 

９月１１日 

Ｈ４北タンクエリア内堰からの漏えい 

 

９月１４日 

Ｈ６タンクエリア内堰からの漏えい 
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２８ 

堰内雨水の水位状況 

 

●H４北タンクエリア 

 

 

 

 

●H６タンクエリア 

 

 

 

 

※福島第一原子力発電所構内で観測された大雨 

    ・７月１６日       ： １２４mm   

・８月２２日～８月 31 日 ： １６２mm  

・９月６日～９月１１日  ： ２６８mm 
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Ｈ６タンクエリア堰内水位

降雨量（１日）

30cm 

水位(cm) 

30cm 

水位(cm) 

９月１１日１２時１０分頃漏えい発生 

（堰内水位：約５２cm） 

 

９月１２日１１時３０分頃漏えい発生 

（堰内水位：約５９cm） 

 

 

９月１４日１７時３５分頃漏えい発生 

（堰内水位：約４７cm） 

 

※ 

降雨量(mm) 

※ 

降雨量(mm) 

※ 

※ 

↓ 
※ 

↓ 
※ 
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内堰構造図 

 

 ●Ｈ４北タンクエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１０cm 

６０cm 

３０cm 

鉄板プレート 

L 型鋼板 

：漏えい箇所 

当該ボルト部（穴） 

【堰内側】 【堰外側】 

コンクリート堰 

【正面図（堰外側）】 

タンク基礎コンクリート 

コンクリート堰 

モルタル及び隙間充填材 

鉄板プレート 

当該ボルト部（穴） 

L 型鋼板 

タンク基礎コンクリート 

アンカーボルト 

補強用部材（加工鉄板） 

ポリウレア吹付 

モルタル及び隙間充填材 

補強用部材（加工鉄板） 

ポリウレア吹付 
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●Ｈ６タンクエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タンク基礎コンクリート 

モルタル及び隙間充填材 

鋼製板 

：漏えい箇所 

当該貫通部 

当該接合部 

１００cm 

６０cm 

配管(Φ２００) 

３０cm 

【堰内側】 【堰外側】 

タンク基礎コンクリート 

当該接合部 

【正面図（堰外側）】 

補強用鋼材 

鋼製板 

当該貫通部 

当該接合部 

L 型鋼板 

ポリウレア吹付 

コンクリート堰 

ポリウレア吹付 



類似事象の状況調査結果 

 

  ※１：放射能濃度は各タンクエリア内堰内溜まり水の分析結果を示す。 

※２：単位は「Ｂｑ／Ｌ」、「ＮＤ」は検出限界値未満を表し、（）内に検出限界値を示す。 

発生場所 発生日時 漏えい状況 漏えい量   放射能濃度※１，２ 応急処置 環境への影響 

Ｈ５ 

タンクエリア 

９月９日 

１０時４０分 

・内堰の鋼製堰と配管貫通部

を取り囲むように設置した

拡張堰との繋ぎ目１箇所よ

り鉛筆芯２本程度の太さで

漏えい 

・止水材による止水処置を実

施し漏えい停止 

・漏えい発生前における堰内

雨水の水位は約３９ｃｍ 

約 63Ｌ 【Ｈ５内堰内水】 

Cs-134 ：ND（0.58） 

Cs-137 ：ND（0.73） 

全ベータ ：34 

トリチウム：ND（91） 

Sr-90  ：17 

・Ｈ５タンクエリア外堰止水

弁「閉」 

・漏えい箇所へ土のう及びド

レンパンを設置し、漏えい

水を回収 

・Ｈ５タンクエリア内堰内及

び外堰内溜まり水の移送 

・止水材による止水処置 

環境への影響はないと判断

した。 

・漏えいした水は構内排水路

を流れる水と同等 

・構内側溝排水放射線モニタ

や南放水口付近海水の分

析結果に有意な変動なし 

・外堰内溜まり水の回収 

 

Ｃ東・Ｃ西 

タンクエリア 

９月９日 

１７時３８分 

・内堰のコンクリート堰の配

管貫通部各々１箇所より鉛

筆 1 本程度の太さで漏えい 

・内堰内の溜まり水を移送し

水位を低下させたことによ

り漏えい停止 

・漏えい発生前における堰内

雨水の水位はＣ東タンクエ

リアが約３９ｃｍ、Ｃ西タ

ンクエリアが約４４ｃｍ 

約 3,200Ｌ 【Ｃ東内堰内水】 

Cs-134 ：ND（0.59） 

Cs-137 ：ND（0.71） 

全ベータ ：30 

トリチウム：ND（93） 

Sr-90  ：16 

 

【Ｃ西内堰内水】 

Cs-134 ：ND（0.6） 

Cs-137 ：ND（0.72） 

全ベータ ：25 

トリチウム：ND（93） 

Sr-90  ：15 

・止水材による止水処置 

・Ｃ東・Ｃ西タンクエリア内

堰内及び外堰内溜まり水

の移送 

※Ｃ東・C 西タンクエリア外

堰止水弁は漏えい発見前

に閉止していた 

 

環境への影響はないと判断

した。 

・漏えいした水は構内排水路

を流れる水と同等 

・構内側溝排水放射線モニタ

や南放水口付近海水の分

析結果に有意な変動なし 

・外堰内溜まり水の回収 

Ｈ１東 

タンクエリア 

９月３０日 

７時４８分 

・内堰の鋼製堰の取付ボルト

部４箇所からにじみ 

・濡れ箇所のふき取り後に止

水材による止水処置を実施

しにじみは停止 

・漏えい発生前における堰内

雨水の水位は約６０ｃｍ 

濡れ程度で 

測定できず 

【Ｈ１東内堰内水】 

Cs-134 ：ND（1.1） 

Cs-137 ：1.2 

全ベータ ：860 

トリチウム：220 

Sr-90  ：560 

・止水材による止水処置 

・濡れ箇所の拭き取り 

環境への影響はないと判断

した。 

・濡れ程度で外堰内への漏え

いはなし 

・濡れ箇所の拭き取り 
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●汚染水タンクエリア配置図 

 

 
 

 

●Ｈ５タンクエリア内堰からの漏えい状況 
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●Ｃ東・西タンクエリア内堰からの漏えい状況 

 

 
 

 

●Ｈ１東タンクエリア内堰からの漏えい状況 
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類似事象が発生した汚染水タンクエリアにおける堰内雨水の水位状況 

 

●Ｈ５タンクエリア 

 

 

 

 

 

●Ｃ東タンクエリア 
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H５タンクエリア漏えい箇所高さ

H５タンクエリア堰内水位

降雨量（１日）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

0.0

10.0
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40.0
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70.0

7/1 7/8 7/15 7/22 7/29 8/5 8/12 8/19 8/26 9/2 9/9 9/16 9/23 9/30

C東タンクエリア漏えい箇所高さ

C東タンクエリア堰内水位

降雨量（１日）

水位(cm) 

水位(cm) 

28cm 

29cm 

９月９日１０時４０分頃漏えい発生 

（堰内水位：約３９cm） 

 

９月９日１７時３８分頃漏えい発生 

（堰内水位：約３９cm） 

 

※ 

※ 

降雨量(mm) 

降雨量(mm) 

※ 

※ 

↓ 
※ 

↓ 
※ 
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●Ｃ西タンクエリア 

 

 

 
 

※福島第一原子力発電所構内で観測された大雨 

    ・７月１６日       ： １２４mm   

・８月２２日～８月 31日 ： １６２mm  

・９月６日～９月１１日  ： ２６８mm 

 

 

●Ｈ１東タンクエリア 

 Ｈ１東タンクエリアについては、汚染水タンク解体工事 

を進めるため、内堰内のタンク設置エリアとタンク非設置 

エリアを仕切る中間堰を設置し、タンク設置エリアに溜ま 

った雨水をタンク非設置エリアに移送していた。 

今回、Ｈ１東タンクエリア内堰の鋼製堰の取付ボルト部 

でにじみが確認された４箇所は、全てタンク非設置エリア 

の内堰であった。 

事象発生前の９月２９日２１時頃から９月３０日４時頃 

にかけて、タンク設置エリアに溜まった雨水をタンク非設 

置エリアに移送しており、移送後のタンク非設置エリア内 

堰内の水位は約６０ｃｍであった。 

 なお、タンク設置エリア内堰内の水位については、９月 

６日から９月１１日にかけて発生した集中的な大雨の影響 

により、９月１２日時点で約４５ｃｍとなっていた。 
 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

7/1 7/8 7/15 7/22 7/29 8/5 8/12 8/19 8/26 9/2 9/9 9/16 9/23 9/30

C西タンクエリア漏えい箇所高さ
C西タンクエリア堰内水位
降雨量（１日）

水位(cm) 

28cm 

９月９日１７時３８分頃漏えい発生 

（堰内水位：約４４cm） 

 

※ 

Ｈ１東タンクエリア概略図 

タンク設置エリア 

タンク非設置 

エリア 

９月３０日７時４８分頃にじみ発生 

（堰内水位：約６０cm） 

 
中間堰 

降雨量(mm) 

※ 
↓ 
※ 



類似箇所の点検結果 
 

点検箇所 
対象事象 

（漏えいエリア） 
点検日 類似箇所 

不具合 

箇所 
点検結果 

コンクリート堰と鋼

製堰との繋ぎ目にあ

る取付ボルト穴 

Ｈ４北 
９月２３日、 

２４日、２８日 
１２エリア※１ ０ 

・類似箇所を点検した結果、漏えいは確認されなかった。 

・予防措置として、各エリア数箇所の内堰境界部に止水材等

による止水処置を実施した。 

コンクリート堰と鋼

製堰の繋ぎ目にある

取付ボルト部 

Ｈ４北 

Ｈ１東 

９月２３日、 

２４日、２８日 
１２エリア※１ ０ 

・類似箇所を点検した結果、漏えいは確認されなかった。 

・予防措置として、各エリア数箇所の内堰境界部に止水材等

による止水処置を実施した。 

配管貫通部 

Ｈ６ ９月１０日 １１６箇所※２ ０ ・類似箇所を点検した結果、漏えいは確認されなかった。 

Ｃ東・西 ９月１０日 
２箇所 

（Ｊ１東） 
０ 

・類似箇所を点検した結果、漏えいは確認されなかった。 

・予防措置として、内堰内側及び外側に止水材による止水処

置を実施した。 

鋼製板と鋼製板を繋

ぎ合わせている補強

用鋼材の接合部 

Ｈ６ 
９月２３日、 

２４日、２８日 
１２エリア※１ ０ 

・類似箇所を点検した結果、漏えいは確認されなかった。 

・予防措置として、各エリア数箇所の内堰境界部に止水材等

による止水処置を実施した。 

配管を取り囲むよう

に設置した拡張堰と

鋼製堰との繋ぎ目 

Ｈ５ 
９月１１日 

～９月１４日 

１箇所 

（Ｈ５） 
０ 

・類似箇所を点検した結果、漏えいは確認されなかった。 

・予防措置として、鋼製堰と拡張堰との繋ぎ目の止水材を一

旦取り除き、再度止水材による止水処置を実施するととも

に、水張り試験を実施して漏えいがないことを確認した。 

 ※１：鋼製堰による嵩上げを行った以下の汚染水タンクエリアを対象として点検実施 

１２エリア：Ｈ１、Ｈ２、Ｈ３、Ｈ４、Ｈ５、Ｈ６、Ｈ８、Ｈ９、Ｂ、Ｃ、Ｅ、Ｇ３タンクエリア 

 ※２：汚染水タンクエリア内堰に存在する全ての配管貫通部について点検実施 

３
６

 

添
付
資
料
－
１
２

 



積算線量
（当該月分）

一入域当たりの
平均線量(mSv)

一入域当たりの
最大線量(mSv)

一入域当たりの
平均線量(mSv)

一入域当たりの
最大線量(mSv)

等価線量（皮膚）
最大線量（ｍSｖ）

H27.9.2～9.8 0.02 0.04 0.0 0.0 8.4 59 1.00

Ｈ５タンクエリア
Ｃ東・Ｃ西タンクエリア

H27.9.9 0.02 0.03 0.0 0.0 12 12 1.00

Ｈ４北タンクエリア H27.9.11 0.02 0.02 0.0 0.0 3 6 0.70

Ｈ６タンクエリア H27.9.14 0.03 0.04 0.0 0.0 8 8 1.00

Ｈ１東タンクエリア H27.9.30 0.01 0.01 0.0 0.0 7 7 0.39

H27.10.1～10.7 0.01 0.02 0.0 0.0 6.3 44 0.42

H27.9.11 0.01 0.02 0.0 0.0 15 15 0.80

H27.9.12 0.01 0.02 0.0 0.0 4 4 0.40

H27.9.11 0.02 0.02 0.0 0.0 5 5 0.50

H27.9.14～9.15 0.02 0.04 0.0 0.0 14 28 2.80

H27.9.14 0.02 0.03 0.0 0.0 19 19 2.80

H27.9.15 0.02 0.02 0.0 0.0 16 16 0.30

H27.9.14～9.15 0.00 0.01 0.0 0.0 5 5 0.50

作業員の被ばく線量評価結果

種別 作業内容 集約期間

被ばく線量の評価【暫定値】

１ｃｍ線量当量（γ 線及びＸ線） ７０μ ｍ線量当量（β 線） 一日あたりの
入域人数
（人／日）

期間中の
入域人数の
合計（人）

漏えい箇所周辺の外堰内へ吸水土のうを再設置

パ
ト
ロ
ー

ル

タンクパトロール

漏えい発見前（Ｈ５タンクエリア）

漏えい発見日

漏えい発見後（Ｈ１東タンクエリア）

Ｈ６タンクエリア外堰内溜まり水をＨ４東及びＨ４北タンクエリア
内堰内を経由して、Ｈ４北タンクエリア内に設置してある雨水タ
ンクへ移送

応
急
対
策

Ｈ４北
関連

当該ボルト穴の止水セメントによる止水処置

当該ボルト部の止水材による止水処置

・Ｈ４タンクエリア外堰内溜まり水をＨ４タンクエリア内堰内に
　移送
・Ｈ４タンクエリア内堰内溜まり水をＨ４北タンクエリア内堰内
　を経由してＨ６タンクエリア内堰内に移送

Ｈ６
関連

当該貫通部及び当該接合部の止水材や止水セメントによる
止水処置

・漏えい箇所周辺の外堰内へ吸水土のうを設置
・Ｈ６タンクエリア外堰内溜まり水を吸水土のうにより回収

３
７

添
付
資
料
－
１
３



添付資料－1４

Ｈ５ Ｃ東・西 Ｈ４北 Ｈ６ Ｈ１東

.

　

　

○：直接原因　　△：間接要因　　×：原因となった可能性は低い　　－：対象外

施工上の問題点

汚染水タンクエリア内堰からの漏えいに関する要因分析表

運用上の問題点

◆止水処置後の妥当性確認として外観目視検査を実施しており、特に異常は確認さ
　れなかった。但し、実際に止水処置を施した箇所から漏えいが発生していること
　から、止水処置の不十分な箇所があったと考えられる。

◆水張り試験を実施しない※ことを前提とした施工方法の強化や妥当性確認の実施
　などの対応は取っていなかった。
◆内堰内の床面や内側全面にはポリウレアの吹付を行っているが、Ｈ４北、Ｈ６、
　Ｈ１東タンクエリアでは、ポリウレアの一部で浸透防止が効いていない箇所があ
　ることによって、鋼製堰自体に堰内雨水が浸透し、止水処置の不十分な箇所から
　漏えいが発生したものと想定される。
◆Ｈ５タンクエリアでは、拡張堰の詳細な要求仕様は図面等により明確にしていた
　が、緊急的に工事着手したため、止水処置後の妥当性確認の方法を明確にしてい
　なかった。

◆内堰境界部に用いた止水材は、一般的な防水工事で用いられているコーキング処
　理材やパッキン材を採用しており、これらの止水材は施工から５～１０年程度は
　止水性能が低下することはないことから、止水材の選定に問題はなかった。

止水処置後の妥当性
確認

欠陥原因
（大分類）

漏えい原因事象 確認結果確認方法
欠陥原因
（小分類）

内堰の嵩上げ

内堰への配管貫通部
・拡張堰設置

設計方法の聞き取
り確認、図面確認

◆Ｈ４北タンクエリア３００ｍ３漏えいの対策として、嵩上げした内堰に対して後
　から配管を敷設する際、汚染水処理が停滞しないよう速やかに工事着手する必要
　があった。
◆汚染水タンクエリア周辺の設備状況も踏まえると、既に使用中の配管敷設ルート
　を変更することは困難であり、限られた敷設エリアのなかで内堰よりも高い位置
　で配管を横断させることはできなかったことから、実施可能な工法として、内堰
　に配管を貫通させる構造や敷設した配管貫通部の外側に拡張堰を設ける構造を採
　用したが、後から施工した配管貫通部や拡張堰の繋ぎ目（切り欠き部）が止水上
　の弱点部となり、漏えいが発生するリスクを排除しづらい構造となった。

◆水張り試験を実施しない※ことを前提とした施工方法の強化や妥当性確認方法な
　どの検討は行っていなかった。
◆Ｃ東・西タンクエリアでは、配管貫通部の詳細な要求仕様を明確化する前に緊急
　的に工事着手したため、設計段階で図面等による妥当性確認ができていなかった。

汚染水タンクエリ
ア内堰から実施計
画で定めた排水基
準を超える堰内雨
水が漏えい

施工方法、検査方
法・結果の聞き取
り確認

止水材の材料仕様

内堰境界部の欠陥
・内堰の繋ぎ目及
　び取付ボルト部
・配管貫通部及び
　拡張堰の繋ぎ目

設計上の問題点

◆汚染水タンクエリア内堰については、汚染水タンクや移送配管等から汚染水が漏
　えいした場合に、漏えい水の拡大を抑制する（漏えい拡大防止）目的でコンクリ

　ート堰を設置していたが、Ｈ４北タンクエリア３００ｍ３漏えいの対策として、
　汚染水タンクエリア内堰内雨水の溢水防止及び信頼性向上の観点から、工事中の
　漏えいリスクも考慮しながら可及的速やかに内堰の嵩上げを行う必要があった。
◆既存のコンクリート堰を一度解体してから一体構造のコンクリート堰を設置する
　ことはできず、また、汚染水タンクエリア周辺の設備状況も踏まえると、限られ
　た工事エリアのなかで実施可能な工法として、鋼製堰による嵩上げ構造を採用し
　たが、コンクリート堰と鋼製堰の間にある繋ぎ目や取付ボルト部（穴）、既設配
　管に対して後から堰を施工した配管貫通部が止水上の弱点部となり、漏えいが発
　生するリスクを排除しづらい構造となった。

◆水張り試験を実施しない※ことを前提とした施工方法の強化などの検討は行って
　いなかった。

設計方法の聞き取
り確認、図面確認

△

内堰内雨水の放射能
濃度上昇

内堰内雨水の分析
結果

◆内堰内の床面については、床面洗浄及び塗装を施しているが、震災時に拡散した
　放射性物質が降下し、地面等に堆積していること（フォールアウト）による影響
　や、過去の汚染水タンクからの漏えいによる影響を除去しきれていないことによ
　り、内堰内雨水で実施計画にて定めた排水基準を超える放射能濃度が検出された。

止水材の経年劣化

外的要因による内堰
境界部の損傷

内堰境界部の外観
目視

◆内堰内雨水については、可能な範囲で低い水位に抑えるよう管理することとして
　いたが、一連の漏えい事象が起きた際には、７月から８月にかけて降雨量が増加
　したことに加え、９月６日から９月１１日にかけて合計２６８ｍｍの集中的な大
　雨が降ったことで、これまでにない高さまで堰内水位が上昇した。

内堰内雨水の水位
上昇

内堰内雨水の水位
記録

止水材の材料仕様

◆今回漏えい等が確認された箇所において、外的要因によるものと思われる損傷は
　確認されなかった。
◆Ｈ４北、Ｈ６、Ｈ１東タンクエリアでは、ポリウレアの一部で浸透防止が効いて
　いない箇所があると考えられるが、内堰内に溜まった雨水の影響によりポリウレ
　アの状況は確認できていない。

◆漏えいが確認された内堰境界部については、工事完了から２年程度しか経ってい
　ないこと、止水材は施工から５～１０年程度は止水性能が低下することはないこ
　とから、止水材の経年劣化が原因で漏えいが発生した可能性はないと考える。

△

△ △ － － －

止水材の選定

－ － △ △ △

×

×

○

× ×

備考

× × × ×

○ ○ ○ ○

【設計①－１】
コンクリート堰と鋼製堰の間にある繋ぎ目や取
付ボルト部（穴）、後から堰を施工した配管貫
通部が止水上の弱点部となり、漏えいが発生す
るリスクを排除しづらい構造となった。

【設計②－１】
水張り試験を実施しないことを前提とした施工
方法の強化などの検討を行っていなかった。

－

漏えい発生の要因

－

【設計①－２】
後から施工した配管貫通部や拡張堰の繋ぎ目
（切り欠き部）が止水上の弱点部となり、漏え
いが発生するリスクを排除しづらい構造となっ
た。

【設計②－２】
水張り試験を実施しないことを前提とした施工
方法の強化や妥当性確認方法などの検討を行っ
ていなかった。

【設計②－３】
一部の配管貫通部では、図面等による妥当性確
認ができていなかった。

－

－

評価

－ － △

△ △ △ △

△ △ △ △ △

△

【運用③】
フォールアウトや過去の汚染水タンクからの漏
えいによる影響を除去しきれておらず、内堰内
雨水が実施計画にて定めた排水基準を超える値
となった。

【運用②】
大雨の影響等により、止水処置に不十分な箇所
がある内堰境界部の高さまで堰内水位が上昇し
た。

【運用①】
内堰内に溜まった雨水の影響によりポリウレア
の状況が確認できていなかった。

【施工①・検査①－１】
水張り試験を実施しないことを前提とした施工
方法の強化や妥当性確認の実施などの対応を
取っておらず、止水処置に不十分な箇所がある
ことに気づけなかった。

【施工②】
ポリウレアの一部で浸透防止が効いていない箇
所から、鋼製堰自体に堰内雨水が浸透し、止水
処置の不十分な箇所から漏えいが発生した。

【検査①－２】
拡張堰では、止水処置後の妥当性確認の方法を
明確にしていなかった。

添付資料－８
添付資料－１１

添付資料－４
添付資料－１０

× × －

－

添付資料－３
添付資料－１０

－

３８

※通常であれば、止水処置後の妥当性確認として水張り試験

を実施し、止水処置の不十分な箇所の抽出・補修を行った

上で施工完了となるが、汚染水タンクエリア内堰内で水張

り試験を実施した場合、相当量のろ過水が必要であること

福島第一原子力発電所構内の汚染状況を踏まえると、水張

り試験で使用したろ過水が全て汚染した水となる（汚染水

が増える）リスクがあることから、水張り試験を実施する

ことは困難であった。
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内堰境界部からの漏えい経路（推定） 

 

●Ｈ４北タンクエリア 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１０cm 

６０cm 

３０cm 

鉄板プレート 

L 型鋼板 

：漏えい水みち（推定） 

：漏えい箇所 

当該ボルト部（穴） 

【堰内側】 【堰外側】 

コンクリート堰 

【正面図（堰外側）】 

タンク基礎コンクリート 

コンクリート堰 

モルタル及び隙間充填材 

鉄板プレート 

当該ボルト部（穴） 

L 型鋼板 

タンク基礎コンクリート 

補強用部材（加工鉄板） 

ポリウレア吹付 

補強用部材（加工鉄板） 

アンカーボルト 

モルタル及び隙間充填材 

ポリウレア吹付 

堰内雨水の水位 

漏えい発生時：５２cm 
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●Ｈ６タンクエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タンク基礎コンクリート 

モルタル及び隙間充填材 

鋼製板 

：漏えい水みち（推定） 

：漏えい箇所 

当該貫通部 

当該接合部 

１００cm 

６０cm 

３０cm 

【堰内側】 【堰外側】 

堰内雨水の水位 

漏えい発生時：４７cm 

タンク基礎コンクリート 

当該接合部 

鋼製板 

補強用鋼材 

【正面図（堰外側）】 

配管(Φ２００) 

当該接合部 

当該貫通部 

コンクリート堰 

ポリウレア吹付 

L 型鋼板 

ポリウレア吹付 
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内堰境界部への対策実施状況 

 

●Ｈ４北タンクエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内堰外側からのポリウレア吹付状況 

 

●Ｈ６タンクエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内堰外側からのポリウレア吹付状況 

 

●Ｃ東タンクエリア 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内堰内側）              （内堰外側） 

 

配管貫通部の止水処置状況 

  


